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この冊子の前半部分は「ＨＳＢＣ チャイナ オープン」の交付目論見書、 

後半部分は「ＨＳＢＣ チャイナ オープン」の請求目論見書となっております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＨＳＢＣ チャイナ オープン 
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交付目論見書 

 

 

２００５年１０月 

 

 

ＨＳＢＣ投信株式会社 

※本書は、証券取引法第 13条第 2項第 1号に基づき交付される目論見書（「交付目論見書」）です。



 

 

 

 

 

 

 

1. この交付目論見書により行なうＨＳＢＣ チャイナ オープンの受益証券の募集につい

ては、委託会社は、証券取引法（昭和 23年法第 25 号）第 5条の規定により有価証券届

出書を平成 17 年 4 月 22 日に関東財務局長に提出しており、その届出の効力は平成 17

年 4 月 23 日に生じております。また、同法第 7 条の規定に基づき、有価証券届出書の

訂正届出書を平成 17 年 10 月 28 日に関東財務局長に提出しております。 

 

2. 証券取引法第13条第2項第2号に定める詳細情報を記載した目論見書（「請求目論見書」）

は、取扱販売会社にご請求いただければ、当該取扱販売会社を通じて交付いたします。

なお、取扱販売会社に請求目論見書をご請求された場合には、その旨をご自身で記録し

ていただきますようお願い申し上げます。 

 

3. ＨＳＢＣ チャイナ オープンの受益証券の価額は、同ファンドに組入れられている有価

証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はす

べて投資者の皆様に帰属します。従って、当ファンドは元本が保証されているものでは

ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】 

 

１． 当ファンドは主として株式などの値動きのある証券に投資するため、組入れ証券の価格の変動などに

伴うリスクがあります。また、為替変動に伴うリスクもあります。従って、当ファンドの運用成果（基

準価額）は運用の実績により変動し、投資した資産の減少を含むリスクは当ファンドの受益者に帰属

します。 

  

２． 当ファンドは預金保険の対象ではなく、投資元本の保証や一定の成果を約束するものではありません。 

 

 

 

 



 

 

 

 

ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

 

目論見書の概要 
 

 

当概要は、目論見書の内容を要約したものです。詳細は本文をご覧ください。 

商 品 分 類
追加型株式投資信託／国際株式型（アジア・オセアニア型） 

自動けいぞく投資可能 

フ ァ ン ド の ね ら い

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に中華人民共和国(以下「中

国」といいます。)の証券取引所に上場している株式に投資することにより、投

資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 

主 な 投 資 対 象 ＨＳＢＣ チャイナ マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 

主 な 投 資 制 限

◆株式への実質投資割合には制限を設けません。 

◆同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の

純資産総額の10％以下とします。 

◆外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 

価 額 変 動 リ ス ク

株式等の値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります）に投

資しますので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているもので

はありません。 

信 託 期 間 原則無期限です。 

決 算 と 収 益 分 配

原則として、毎年1月30日に決算（ただし、休業日の場合は翌日以降の最初

の営業日が決算日）を行ない、収益分配方針に基づき分配を行います。自動

けいぞく投資コースの受益者の分配金は、税金を差し引いた後、全額無手数

料で再投資されます。 

お 申 込 単 位

（注 1）

原則として、 

一般コース 1万口以上1万口単位 

自動けいぞく投資コース 1万円以上1円単位 

一般コース：収益の分配時に分配金を受け取るコース 

自動けいぞく投資コース：収益の分配時に分配金が税引き後無手数料で  

                再投資されるコース 

お 申 込 日
原則として、毎営業日可能です。（ただし、お申込日が香港の証券取引所の

休場日と同日の場合は受付けを致しません。） 

お 申 込 価 額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 

お 申 込 手 数 料
販売会社がそれぞれ定める料率とします。ただし、3.15％（税抜3.00％）を上

限とします。（注 2） 

途 中 換 金
原則として、毎営業日可能です。（ただし、香港の証券取引所の休場日と同

日の場合は受付けを致しません。）  

一 部 解 約 価 額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 

信 託 財 産 留 保 額 ありません 

信 託 報 酬 純資産総額に対して・・・・・・・・・・・････････････・・・・・・年1.89%（税抜年1.80%）

（注1） 販売会社によって、お取扱いコース、お申込単位が異なります。また、販売会社によってはお取

扱いがどちらか一方のコースとなる場合があります。 

（注2） 詳しくは交付目論見書「第一部 証券情報 (8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。 

 

※ご投資家の皆様におかれましては、商品の内容を十分ご理解のうえお申込みくださいますようお願い申し上

げます。
 



 

 

 

 

ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

当ファンドの特色 

 

１ 
主に中国の証券取引所に上場している株式に投資するＨＳＢＣチャイナ マザーファンド受益証券を主要投

資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 

２ 

主として中国の証券取引所に上場されている株式、もしくは同国にある取引所に準ずる市場で取引されて

いる株式、或いは中国経済の発展と成長に係わる企業及び収益のかなりの部分を中国内の活動から得

ている企業の発行する株式に投資を行います。 

３ 
上記の証券取引所は、香港、上海、深センの証券取引所をいいます。ただし、その他の証券取引所または

取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式も投資対象とすることがあります。 

４ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 

５ ファミリーファンド方式で運用を行います。 

６ 

HSBCインベストメンツ（ホンコン）リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。（ＨＳＢＣインベストメン

ツグループ内の組織変更、分社化により、平成17年11月1日よりＨＳＢＣ Halbis パートナーズ（ホンコン）リミテッドに同

権限の委託先を変更する予定です。以下同じ。）
 

  

  

当ファンドのリスク 

 

当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資元本が保証

されているものではありません。投資信託財産に生じた利益及び損益は、全て受益者に帰属します。ご投資家の

皆様におかれましては、目論見書をよくお読みいただき、当ファンドのリスクを十分ご理解の上、お申込ください

ますようお願い致します。 

株 価 変 動 リ ス ク 

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価

は短期的または長期的に大きく下落することがあります。組入銘柄の株価が大きく下落

した場合には、基準価額が下落する要因となります。 

信 用 リ ス ク 

株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資

資金が回収できなくなる可能性があります。また、債券等への投資を行う場合には、発

行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があり、基準価額の下落要因となりま

す。 

解 約 資 金 の 流 出 に 

伴 う リ ス ク 

短期間に大量の解約申込があった場合には、解約資金を手当てするため組入有価証券

を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準

価額が下落する要因となります。 

為 替 変 動 リ ス ク 

外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替

レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利変動、政治・経済情勢、為替

市場の需給、その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産につ

いて、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因

となります。 

カ ン ト リ ー リ ス ク 

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、通貨規制、資本規制、税制等の変

化、また天災地変等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が

設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、方針に沿った運用が困難に

なることがあります。 

そ の 他 

当ファンドが投資する公社債、および短期金融商品に債務不履行が発生した場合、また

は予測される場合には、当該公社債および短期金融商品の価格が下落し、基準価額が

下落する要因となります。 

※ その他のリスク及び留意点など、詳しくは、目論見書 第二部 「ファンド情報」 「第１ファンドの状況 3 投資 

  リスク」をご覧下さい。 



 

 

 

 

ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

ご投資の手引き 

 

お申込み方法 

お 申 込 時 期 

原則として、いつでもお買付をお申込みいただけます。 

各営業日の午後３時（年末年始など半日営業日の場合は午前11時）までに

お申込が行われ、かつ当該お申込の受付にかかる販売会社の所定の事務手

続きが完了したものを当日のお申込分といたします。 

※ 香港の証券取引所が休場日の場合は､お申込の受付は行いません。 

お 申 込 価 額 

お申込価額は、お申込受付日の翌営業日の基準価額となります。 

お 申 込 単 位 

原則として、 

一般コース 1万口以上1万口単位 

自動けいぞく投資コース 1万円以上1円単位 

販売会社によってお取扱いコース、お申込単位が異なります。 

詳細は、委託会社（ホームページ：http://www.hsbc.co.jp、電話:03-

5203-3980【受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで、半日営業日の

場合は午前9時から正午まで】または販売会社にお問い合わせください。

お 申 込 手 数 料 

お申込手数料の額は、お申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込口数、

お申込金額またはお申込代金等に応じて3.15％（税抜3.00％）を上限とし

た販売会社が個別に定める率を乗じて得た額となります。 

※ 税法等が改正された場合には、変更になることがあります。 

※ b.「自動けいぞく投資コース」の収益分配金の再投資については無手

数料とします。 

  

  

収益分配金 

分 配 金 

原則として、毎年1月30日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、約

款に定める「収益分配方針」に基づいて分配します。ただし、分配が行わ

れないこともあります。 

支 払 方 法 

◆ 自動けいぞく投資コースの場合：分配金は、税金を差し引いた後、自

動的に無手数料で再投資されます。 

◆ 一般コースの場合：分配金は、税金を差し引いた後、原則として決算

日から起算して５営業日目からお支払いいたします。販売会社の本・

支店等でお受け取りください。 

  

  

運用状況の報告 
◆ 決算後に、期間中の運用経過のほか、投資信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載

した「運用報告書」を作成し、お買付いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただ

いた住所にお届けいたします。 

◆ 基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせください。また、計算日の翌日付の日

本経済新聞朝刊にも掲載されます。 

 



 

 

 

 

ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

ご換金方法 

ご 換 金 時 期 

原則として、いつでもご換金をお申込みいただけます。 

各営業日の午後３時（年末年始など半日営業日の場合は午前11時）までに

お申込が行われ、かつ当該お申込の受付にかかる販売会社の所定の事務手

続きが完了したものを当日のお申込分といたします。 

※ 香港の証券取引所が休場日の場合は､お申込の受付は行いません。 

ご 換 金 価 額 

解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。 

お手取り額は、ご換金価額から所得税および地方税（個別元本超過額の

10％）※を差し引いた金額となります。（※税法等が改正された場合には、変更に

なることがあります。） 

ご 換 金 単 位 

原則として、 

一般コース 1万口単位 

自動けいぞく投資コース 1口単位 

ご換金単位は販売会社によって異なります。 

支 払 い 開 始 日 

解約代金は原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支

払いいたします。 

 

 

 

信託期間 

原則として、無期限です。 

ただし、お客様のご解約により、当ファンドの受益権の口数が10億口を下回ることとなった場

合等には、信託期間の途中で信託を終了させていただくことがあります。 

 

 

 

信託報酬 

信託報酬額は、純資産総額に対し年1.89％（税抜年1.80％）を乗じて得た額とします。 

信託報酬の配分は以下の通りです。 

委託会社 年1.050％（税抜年1.00％） 

販売会社 年0.735％（税抜年0.70％） 

受託会社 年0.105％（税抜年0.10％） 

なお、委託会社の信託報酬には、ＨＳＢＣインベストメンツ（ホンコン）リミテッドへの投資

顧問報酬（年0.30％）が含まれています。 

 

 

受益証券 

受益証券は、原則として無記名式です。ご希望により記名式にすることもできます。 

無記名式の受益証券は、それを所有している方が受益者となりますから、盗難や紛失などの事

故を防ぐため、「保護預り」のご利用をお勧めいたします。 

なお、「自動けいぞく投資コース」をご利用の場合には、受益証券はすべて「保護預り」とさ

せていただきます。 



 

 

 

 

ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

費用と税金 

 

ご購入時から換金・償還までの間に直接または間接にご負担いただく費用・税金は次のとおり

です。 

 

◆ 直接ご負担いただく費用・税金 

時  期 項    目 費 用 ・ 税 金 

お 買 付 時 申込手数料（注１） 基準価額に対して 
3.15％以内

(税抜3.00％以内)

収 益 分 配 時 所得税および地方税 
普通分配金に対して 

（所得税7％、地方税3％）（注２） 
10％

ご 換 金 時 

（解約請求） 
所得税および地方税 

解約価額の個別元本超過額に対して 

（所得税7％、地方税3％）(注２) 
10％

償 還 時 所得税および地方税 
償還価額の個別元本超過額に対して 

（所得税7％、地方税3％）(注２) 
10％

（注１）申込手数料には、消費税等相当額（5％）が加算されております。 

     なお、収益分配金を再投資する場合は、無手数料となります。 

（注２）平成20年4月1日からは20%の税率（所得税15％、地方税5％）になることが予定されております。な

お、上記は個人の受益者の税金の取扱いを説明しておりますので、法人の受益者の税金につきまし

ては、目論見書本文をご覧下さい。 

※ 税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。 

※ 詳しくは目論見書本文をご覧のうえ、販売会社にお問い合わせください。 

 

◆ 間接的にご負担いただく費用・税金 

 

時 期 項    目 費 用 ・ 税 金 

総額 純資産総額に対して        年1.89％（税抜年1.80％） 

純資産総額に対して 

委託会社 販売会社 受託会社 

年1.05％ ※ 

（税抜年1.00％）

年0.735％ 

（税抜年0.70％） 

年0.105％ 

（税抜年0.10％） 
 

毎 日 信託報酬 
配分

※HSBCインベストメンツ（ホンコン）リミテッドに対する投資顧問報酬    

（年0.30％）が含まれています。 
 

 

 

※ 上記の他、①ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費

用、②先物取引やオプション取引等に要する費用、③外貨建資産の保管費用、④借入金の利息、⑤融資

枠の設定に要する費用、⑥信託財産に関する租税、⑦信託事務の処理に要する諸費用、⑧受託会社の立

て替えた立替金の利息を信託財産でご負担いただきます。 

※ その他、委託会社は下記の諸費用等の支払いをファンドのために行い、かつその支払いを信託財産から

受けることができます。①受益証券の管理事務に関連する費用（券面の作成、印刷および交付に係る費

用を含みます）、②有価証券届出書、有価証券報告書、臨時報告書、目論見書、投資信託約款、運用報

告書、投資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に

係る費用、③受益者に対する公告費用、④ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬お

よび費用 

※ 税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。 
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第一部【証券情報】 
 

 

(1）【ファンドの名称】 

ＨＳＢＣ チャイナ オープン(以下「ファンド」といいます。) 

 

(2）【内国投資信託受益証券の形態等】 

契約型 原則無記名式・無額面の追加型株式投資信託受益証券（以下「受益証券」といいま

す。）です。ただし、受益者の請求により無記名式から記名式への変更、また記名式から無

記名式への変更を行うことができます。格付けは取得していません。 

 

(3）【発行（売出）価額の総額】 

2,000億円を上限とします。 

（なお、上記金額には、申込手数料および申込手数料に係る消費税および地方消費税（以下

「消費税等相当額」といいます。）は含まれません。 

 

(4）【発行（売出）価格】 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 

（なお、上記金額には、申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額は含まれませ

ん。） 

（注：「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）

をそのときの発行済受益証券総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。ただし、

便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。基準価額は、組入れる有価証券等の値

動きにより日々変動します。） 

基準価額については、下記の当ファンドの委託者であるＨＳＢＣ投信株式会社（以下「委託

会社」といいます。）または当ファンドの取得の申込みの取扱を行う証券会社および登録金

融機関（以下「販売会社」といいます。）（下記（8）「申込取扱場所」をご参照くださ

い。）に問い合わせることが可能です。 

 

ＨＳＢＣ投信株式会社 

ホームページ：http://www.hsbc.co.jp 

電話番号：03-5203-3980 

（受付時間：委託会社の毎営業日の午前9時～午後5時、 

半日営業日は午前9時～正午まで） 

 

その他、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊にも「チャイナ」の略称で掲載され

ます。 

（注：「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日のこ

とをいいます。） 

 

(5）【申込手数料】 

お申込口数、お申込金額またはお申込代金等に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価

額に3.15％（税抜3.00％）を上限とした販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。 
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販売会社が個別に定める率については、販売会社または委託会社（下記(8)「申込取扱場

所」をご参照ください。）へお問い合わせください。 

申込手数料には消費税等相当額が加算されています。 

分配金の受取方法により、お申込みには、収益の分配時に分配金を受け取るコース（以下

「一般コース」といいます。）と、分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース（以

下「自動けいぞく投資コース」といいます。）の2つのコースがあります。ただし、申込取

扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱となる場合があります。（取扱コースについて

は、販売会社または委託会社（下記（8）「申込取扱場所」をご参照ください。）へお問い

合わせください。）なお、収益分配金の受取方法は途中で変更することはできません。 

「一般コース」を選択した投資者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取

得申込の口数）に、申込手数料（税込）を申込代金として申し込みの販売会社に支払うもの

とします。 

「自動けいぞく投資コース」を選択した投資者は、申込代金を申し込みの販売会社に支払う

ものとします。（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は申込代金から差し引

かれます。） 

なお、「自動けいぞく投資コース」で収益分配金を自動的に再投資する際の買付単位は1口

単位となり、無手数料で取扱います。 

 

(6）【申込単位】 

原則として、 

① 「一般コース」でお申込みの場合 

1万口以上1万口単位 

② 「自動けいぞく投資コース」でお申込みの場合 

1万円以上1円単位 

ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は、

１口単位となります。 

取扱いコースおよび申込単位は販売会社によって異なりますので、各販売会社または下記

（8）「申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。 

 

 (7）【申込期間】 

継続募集期間に係る申込期間：平成17年4月23日から平成18年4月22日まで 

（継続募集期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されま

す。） 

ただし、お申込みの取扱いは販売会社（下記(8)「申込取扱場所」をご参照ください。）の

営業日に限り行われます。なお、取得申込日が香港の証券取引所の休場日の場合には、お申

込の受付は行いません。 

 

(8）【申込取扱場所】 

申込取扱場所(販売会社)については、下記の委託会社にお問い合わせください。 

ＨＳＢＣ投信株式会社 

ホームページ：http://www.hsbc.co.jp 

電話番号：03-5203-3980 

（受付時間：委託会社の毎営業日の午前9時～午後5時、 

半日営業日は午前9時～正午まで） 
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※なお、販売会社と販売会社以外の証券会社または登録金融機関が取次契約を結ぶことによ

り、当該証券会社または登録金融機関がファンドを当該販売会社に取り次ぐ場合があります。 

 

(9）【払込期日】 

受益証券の取得申込者は、お申込に係る金額を販売会社の指定する期日までに販売会社に支

払うものとします。申込期間における各営業日に各販売会社が募集した申込代金の総額は、

追加信託の日に各販売会社から委託会社の口座に振り込まれます。委託会社は、当該申込代

金総額を当日付をもって当ファンドの受託者である三井アセット信託銀行株式会社（以下

「受託会社」といいます。）のファンド口座に振込み、追加設定を行います。 

 

(10）【払込取扱場所】 

受益証券の取得申込者は、申込代金を販売会社に支払うものとします。詳しくは上記（8）

「申込取扱場所」の照会先または販売会社にご確認ください。 

 

(11）【振替機関に関する事項】 

該当事項はありません。 

 

(12）【その他】 

① 受益証券取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、ファンドの受益証券の取得申込

を行います。その際、販売会社は申込成立までに、「総合取引約款」およびファンドの「目

論見書」「自動けいぞく投資約款」※等を提示、お渡しいたします。（※販売会社によって

は、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約また

は規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。） 

受益証券取得申込者は、「目論見書」等を検討のうえ、販売会社の定める様式に従い手続を

行います。（販売会社によっては、ファンドの申込書あるいは販売会社が定める他の書類の

提出を求められることがあります。） 

取得申込に係る金額を販売会社が指定した期日までにお支払いください。なお、申込金額に

は利息は付きません。 

保護預りを利用する場合は、受益証券取得申込者は、販売会社との間で保護預りに関する契

約を締結します。無記名式の受益証券は、それを保有している方が受益者となりますから、

盗難や紛失などの事故を防ぐため、保護預りのご利用をお勧めいたします。なお、「自動け

いぞく投資コース」をご利用の場合、受益証券は保護預りとさせていただきます。 

② なお、原則として午後3時（年末年始など本邦証券取引所の半休日の場合は午前11時）まで

にお申込が行われ、かつ、販売会社の所定の事務手続きが完了したものを、当日のお申込受

付分とします。また、取得申込日が香港の証券取引所の休場日の場合にはお申込はできませ

ん。 

③ 証券取引所における取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国に

おける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、

クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少

ならびに資金の受渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった

場合、基準価額の計算が不能となった場合等）が発生し、委託会社が追加設定を制限する措

置を取った場合には、委託会社の判断により、取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申

込の取消しまたはその両方を行うことができるものとします。 

④ 日本以外の地域における発行はありません。 
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第二部【ファンド情報】 
 

 

第１【ファンドの状況】 
 

１【ファンドの性格】 

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】 

① ファンドの目的 

当ファンドは、主に中華人民共和国（以下「中国」といいます。）の証券取引所に上場され

ている株式に投資するＨＳＢＣチャイナ マザーファンド（以下「マザーファンド」という

ことがあります。）の受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指

します。 

② ファンドの基本的性格 

当ファンドは追加型株式投資信託「国際株式型（アジア・オセアニア型）」＊に属します。 

＊「国際株式型（アジア・オセアニア型）」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、

「投資信託約款上の株式組入限度70％以上のファンドで、主として日本を除くアジア・オセアニアの株式

に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。 

③ ファンドの特色 

１）当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。 

ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベ

ビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドであるＨＳＢＣ

チャイナ マザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。 

ベビーファンドがマザーファンドに投資するに際しての投資コストはかかりません。ま

た、将来、新たなベビーファンドを設定し、マザーファンドへ投資することがあります。 

 

受益者

ＨＳＢＣ 

チャイナ 
オープン

Ｈ Ｓ Ｂ Ｃ

チャイナ 

マザーファンド

 

中国の上場株式等

お申込金 

解約代金等 

投 資

損 益

投 資 

損 益 

ベビーファンド マザーファンド

※ 自動けいぞく投資コースの場合には分配金は自動的に再投資されます。

(注) 損益は全て投資家である受益者に帰属されます。

＜ファミリーファンド方式＞
 

２）ＨＳＢＣインベストメンツグループに加え、ＨＳＢＣグループ内の情報ソースを活用し

ます。 

３）投資一任契約に基づいて、ＨＳＢＣインベストメンツ（ホンコン）リミテッド (HSBC 

Investments (Hong Kong) Limited）にマザーファンドの運用指図に関する権限を委託

します。（ＨＳＢＣインベストメンツグループ内の社内変更、分社化により、平成17年

11月1日より、ＨＳＢＣ Halbis パートナーズ（ホンコン）リミテッド（HSBC Halbis 

Partners (Hong Kong) Limited）に同権限の委託先を変更する予定です。以下同じ。） 

４）原則として為替ヘッジは行いません。 

５）株式組入率は原則として高位に維持します。 
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ＨＳＢＣグループ、ＨＳＢＣインベストメンツおよびＨＳＢＣ Halbis パートナーズ 

ＨＳＢＣグループは、1865年に設立され、ロンドンを本拠地とし、世界77の国と地域に

9,800以上の拠点を有し25万人を超える従業員を擁する金融グループです。当グループの持

株会社の株式は、ロンドン、パリ、ニューヨーク、香港の各市場に上場されています。

（2005年2月現在） 

ＨＳＢＣインベストメンツは、ＨＳＢＣグループの資産運用会社です。ロンドン、ニュー

ヨーク、東京等、世界主要15都市に拠点を有しています。全世界をカバーする運用を行うと

共に、ヨーロッパ、アジア等、地域に特化したファンドの運用にも重点を置いています。世

界中から預かった約2,027億米ドル（約21.77兆円：１米ドル＝107.39円）にのぼる顧客資産

（2005年3月末現在）は、全世界で280名を超えるプロフェッショナル（ファンドマネー

ジャー、アナリスト等）により運用されています。 

ＨＳＢＣインベストメンツグループは業務拡大のための新戦略の一環として、資産運用業務

の再編成を行うことを決定しています。これに基づいて、現在、ＨＳＢＣインベストメンツ

内部で行っているアクティブ運用業務部門を分社化し、新たに設立されたHSBC Halbis パー

トナーズが2005年11月1日より当該運用部門を引き継ぎます。分社化前にＨＳＢＣインベス

トメンツが運用しているアクティブ運用のファンドは、投資対象、運用方針、運用方法、運

用体制、投資意思決定のプロセス等の変更はなく、これまでと同じ方法で、同じ運用チーム

がＨＳＢＣ Halbis パートナーズに移籍し継続して運用を行います。 

 

④ 信託金の限度額 

信託金の限度額は、2,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更すること

ができます。 
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(2)【ファンドの仕組み】 

① ファンドの仕組みの概要 

投資者 

（受益者） 

 

ＨＳＢＣインベストメンツ（ホンコン） 

リミテッド 

（HSBC Investments (Hong Kong) Limited）

(マザーファンドの運用についての指図) 

ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

ファンド 

ＨＳＢＣ投信株式会社 

 

（投資信託財産の運用指図、    

受益証券の発行等） 

委託会社 

 

三井アセット信託銀行株式会社 

（投資信託財産の管理業務等） 

（再信託受託会社：日本トラスティ・サービ

ス信託銀行株式会社） 

受託会社 

 

 

（受益証券の募集の取扱、一部解約の実行の請求

の受付け、収益分配金の再投資、収益分配金、償

還金および一部解約金の支払等） 

販売会社 

募集・販売等に関する契約 

証
券
投

資
信
託

契
約

 

分配金・償還金等 申込金

 

（親投資信託） 

ＨＳＢＣ チャイナ 

マザーファンド  

マザーファンド

投資一任契約 

投資顧問会社 

 

 

② 委託会社およびファンドの関係法人 

委託会社およびファンドの関係法人（受託会社、販売会社、投資顧問会社）の名称ならびに

運営上の役割の概要は次のとおりです。 

１）委託会社：ＨＳＢＣ投信株式会社 

当ファンドの委託会社として、投資信託財産の運用指図、受益証券の発行業務、目論見書

および運用報告書の作成等を行います。 

２）受託会社：三井アセット信託銀行株式会社 

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理業務、受益証券の認証等を行い

ます。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託

することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに十分な能力を

有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。 

３）販売会社 

当ファンドの販売会社として、受益証券の募集・販売の取扱い、受益者からの一部解約実

行請求の受付、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払い事務等を行いま

す。 
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４）投資顧問会社：ＨＳＢＣインベストメンツ（ホンコン）リミテッド 

委託会社との投資一任契約に基づき、マザーファンドの運用について投資の指図を行いま

す。 

 

③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要 

１）受託会社と締結している契約 

受託会社と委託会社の間では証券投資信託契約が締結されており、投資信託財産の運用方

針、信託報酬の総額、受益証券の募集方法に関する事項等が定められています。 

２）販売会社と締結している契約 

販売会社と委託会社の間では募集・販売等に関する契約が締結されており、受益証券の募

集および一部解約の取扱に関する事項、収益分配金、一部解約金および償還金の支払いの

取扱に関する事項等が定められています。 

３）投資顧問会社と締結している契約 

投資顧問会社と委託会社との間では投資一任契約が締結されており、マザーファンドの運

用指図に関する権限の委託にあたっての投資顧問会社の義務、報酬、法令遵守等が定めら

れています。 

 

④ 委託会社の概況 

１）資本の額（平成17年9月末現在）：495百万円 

 

２）会社の沿革 

昭和60年 5月27日  ワードレイ投資顧問株式会社設立 

昭和62年 3月12日  投資顧問業の登録 

昭和62年 6月10日  投資一任契約に係る業務の認可 

平成 6年 2月17日  エイチ・エス・ビー・シー投資顧問株式会社に商号変更 

平成10年 4月24日  エイチ・エス・ビー・シー投信投資顧問株式会社に商号変更 

平成10年 6月16日  証券投資信託委託業の認可 

平成15年 3月 1日  ＨＳＢＣアセット・マネジメント株式会社に商号変更 

平成17年 4月25日  ＨＳＢＣ投信株式会社に商号変更 

 

３）大株主の状況 

  （平成17年9月末現在）

 氏名または名称 住所 
所有株式数 
（株） 

所有比率 
（％） 

 

ＨＳＢＣインベストメントホール

ディングス（バハマ）リミテッド 

バハマ連邦 ニュー・プロビデンス州

ナッソー市 ワン・ベイ・ストリー

ト、センター・オブ・コマース 306

9,900 100.00 
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２【投資方針】 

(1）【投資方針】 

① 基本方針 

当ファンドは、主に中華人民共和国（以下「中国」といいます。）の証券取引所に上場され

ている株式に投資するＨＳＢＣチャイナ マザーファンド（以下「マザーファンド」という

ことがあります。）の受益証券を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指

します。なお、投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。 

② 実質投資態度 

１）主としてマザーファンド受益証券に投資します。 

２）投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用（主として中国の証券取引所に上場されて

いる株式、もしくは同国にある取引所に準ずる市場で取引されている株式、あるいは中国

経済の発展と成長に係わる企業および収益のかなりの部分を中国内の活動から得ている企

業の発行する株式に投資）を直接行うことがあります。 

３）上記の証券取引所は、香港、上海、深センの証券取引所をいいます。ただし、その他の証

券取引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式も投資対象とすることが

あります。 

４）株式の実質組入比率は、原則として高位に維持します。 

５）外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 

６）市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記の運用が行われないことがあります。 

７）投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券

先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通

貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに

外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取

引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に

係るオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うこ

とができます。また、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった

通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す

る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。 

８）投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取

引を行うことができます。 

 

(2）【投資対象】 

① この投資信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項

で定めるものをいいます。以下同じ。） 

(a）有価証券 

(b）有価証券指数等先物取引に係る権利 

(c）有価証券オプション取引に係る権利 

(d）外国市場証券先物取引に係る権利 

(e）有価証券店頭指数等先渡取引に係る権利 

(f）有価証券店頭オプション取引に係る権利 

(g）有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利 

(h）金銭債権（a、iおよびkに掲げるものを除く。） 

(i）約束手形（証券取引法第2条第1項第8号に掲げるものを除く。） 
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(j）金融先物取引等に係る権利 

(k）金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と

将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授

受を約する取引またはこれに類似する取引として、投資信託及び投資法人に関する法

律施行規則で定めるものに係る権利のうち、次に掲げるもの 

i)  金利先渡取引に係る権利 

ii)  為替先渡取引に係る権利 

iii) 直物為替先渡取引に係る権利 

iv)  店頭金融先物取引に係る権利 

v)  為替及び金利に係るスワップ取引に係る権利 

vi)  為替及び金利に係るオプション取引に係る権利 

(l）金銭を信託する信託の受益権のうち、有価証券の性質を有しないもの 

２）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産 

(a）外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引に係る権利 

(b）為替手形 

(c）抵当証券 

② 投資対象とする有価証券の指図範囲等 

委託会社は、信託金を、ＨＳＢＣチャイナマザーファンドの受益証券および次の1）から

20）までの有価証券に投資することを指図します。 

１）株券または新株引受権証書 

２）国債証券 

３）地方債証券 

４）特別の法律により法人の発行する債券 

５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型

新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６）特定目的会社に係る特定社債券（証券取引法第2条第1項第3号の２で定めるものをいい

ます。） 

７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（証券取引法第2条第1項第5号で

定めるものをいいます。） 

８）協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書（証券取引

法第2条第1項第5号の2で定めるものをいいます。） 

９）特定目的会社に係る優先出資証券（証券取引法第2条第1項第5号の3で定めるものをいい

ます。） 

10）コマーシャル・ペーパー 

11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同

じ。）および新株予約権証券 

12）外国または外国法人の発行する証券または証書で、前記１）から11）までの証券または

証書の性質を有するもの 

13）投資信託または外国投資信託の受益証券（証券取引法第2条第1項第7号で定めるものを

いいます。） 

14）投資証券または外国投資証券（証券取引法第2条第1項第7号の2で定めるものをいいま

す。） 

15）外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。） 

16）オプションを表示する証券または証書（証券取引法第2条第1項第10号の2で定めるもの
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をいいます。） 

17）預託証書（証券取引法第2条第1項第10号の3で定めるものをいいます。） 

18）外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19）貸付債権信託受益権（証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。） 

20）外国法人に対する権利で前記19)の権利の性質を有するもの 

なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性

質を有するものを以下「株式」といい、2)から6）までの証券ならびに12）および17）の証

券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13）

の証券および14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

③ 実質投資対象とする金融商品の運用指図 

前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することができます。 

１）預金 

２）指定金銭信託 

３）コール・ローン 

４）手形割引市場において売買される手形 

５）抵当証券 

前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委

託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記１）から４）までに掲げ

る金融商品により運用することの指図ができるものとします。 

 

(3）【運用体制】 

当ファンドが主要投資対象としているＨＳＢＣチャイナ マザーファンドの運用は、委託会

社との投資一任契約に基づき、マザーファンドの運用委託先であるＨＳＢＣインベストメン

ツ（ホンコン）リミテッドが行います。運用委託先は、投資信託約款および投資一任契約の

定めに従い、マザーファンドの運用を行います。 
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トップダウンのアプローチ 

世界経済、中国経済、政治情勢、諸制度の変化等 の分析 

↓ 

予想される変化で、優位なセクター、不利なセクターの決定 

↓ 

セクター配分の決定 

ボトムアップのアプローチ 

 

財務諸表によるスクリーニング、会社の経営陣との面談、グローバルセクター（通信、IT,

資源等）であれば、他の地域との比較分析（他国、地域の企業との比較分析） 

↓ 

銘柄の選定

ポートフォリオ 

当ファンドの投資プロセス  

 

 

運用体制等は平成17年9月末現在のものであり、今後、変更となる可能性があります。 

 

(4）【分配方針】 

① 収益分配方針 

年1回の決算時（原則として毎年1月30日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）に、原則と

して以下の方針に基づき、分配を行います。 

１）分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）

等の全額とします。 

２）分配金額は、委託会社が基準価額の水準・市況動向などを勘案して決定します。 

３）留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の

運用を行います。 

② 収益の分配方式 

１）投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

a） 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を

控除した額は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額

を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
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にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 

b） 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、

信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の

あるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができま

す。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることがで

きます。 

c） 毎計算期末において、投資信託財産に生じた損失は、次期に繰り越します。 

③ 収益分配金の交付 

「自動けいぞく投資コース」の収益分配金は、原則として販売会社が税金を差し引いた後、

受益者に代わって決算日の基準価額で再投資します。なお、収益分配金の再投資については、

無手数料でこれを行います。 

「一般コース」の収益分配金は、税金を差し引いた後、原則として決算日から起算して５営

業日目から販売会社でお支払いします。受益者が支払い開始日から５年間支払の請求を行わ

ない場合はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属し

ます。 

 

(5）【投資制限】 

① ＨＳＢＣチャイナオープン約款（以下「投資信託約款」といいます。）は、委託会社による

当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。 

１）株式への実質投資割合には制限を設けません。（投資信託約款「運用の基本方針」） 

２）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（投資信託約款「運用の基本方

針」） 

３）投資する株式等の範囲（投資信託約款第24条） 

(a) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証

券取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場に

おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また

は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、

この限りではありません。 

(b) 前記(a)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および

新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものにつ

いては委託会社が投資することを指図することができるものとします。 

４）同一銘柄の株式等への投資制限（投資信託約款第25条） 

(a) 委託会社は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザー

ファンドの投資信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち投資信託財産に

属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えるこ

ととなる投資の指図を行いません。 

(b) 委託会社は、取得時において、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および

新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該同一銘柄の新

株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした

額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図

を行いません。 

(c) 委託会社は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予

約権付社債のうち商法第341条ノ３第1項第7号および第8号の定めがあるものの時価総額

とマザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債ならびに新株予約権付社債のう
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ち商法第341条ノ３第1項第7号および第8号の定めがあるものの時価総額のうち投資信託

財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超

えることとなる投資の指図を行いません。 

(d) 前記(a)から(c)までにおいて投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に

属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産

総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

５）新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限（投資信託約款第22条第4項） 

委託会社は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券

の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証

券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純

資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 

（注）前記において、投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマ

ザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占め

る当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。 

６）投資信託証券への投資制限（投資信託約款第22条第5項） 

委託会社は、投資信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きま

す。）の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額のう

ち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分

の5を超えることとなる投資の指図をしません。 

７）信用取引の指図範囲（投資信託約款第26条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付け

ることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し

または買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

(b) 前記(a)の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額とマザーファンドの投資

信託財産に属する当該売付に係る建玉のうち投資信託財産に属するとみなした額（投資

信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産

総額に占める当該売付に係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との

合計額が、投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の売付に係る建玉の時価総額が投資

信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え

る額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。 

８）先物取引等の指図（投資信託約款第27条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行

われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引（証

券インデックス・オプション取引を含みます。）ならびに外国の市場におけるこれらの

取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ

ション取引に含めるものとします。（以下同じ。） 

(b) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所

における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場における通貨に

係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 

(c) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所

における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれら

の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 

９）スワップ取引の指図（投資信託約款第28条） 
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(a) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、

異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取

引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 

(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間（信託

契約締結日から信託終了日または信託解約の日までをいいます。以下同じ。）を超えな

いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて

はこの限りではありません。 

(c) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額

で評価するものとします。 

(d) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたと

きは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

１０）金利先渡取引および為替先渡取引の指図（投資信託約款第29条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引お

よび為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 

(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として

信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可

能なものについてはこの限りではありません。 

(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を

もとに算出した価額で評価するものとします。 

(d）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入

れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

１１）有価証券の貸付の指図および範囲（投資信託約款第30条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式

および公社債を次の(i)および(ii)の範囲内で貸付の指図をすることができます。 

(ⅰ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有す

る株式の時価合計額を超えないものとします。 

(ⅱ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財

産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 

(b) 前記(a)の(i)および(ii)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速

やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

(c) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行

うものとします。 

１２）公社債の空売り（投資信託約款第31条） 

委託会社は、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない公社債を売付ける

ことの指図をすることができないものとします。 

１３）公社債の借入れ（投資信託約款第32条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をする

ことができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた

ときは、担保の提供の指図を行うものとします。 

(b) 前記(a)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の

範囲内とします。 

(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が

投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その

超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 

(d) 前記(a)の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。 
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１４）外国為替予約の指図および範囲（投資信託約款第34条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の

指図をすることができます。 

(b) 前記(a)の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合

計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとしま

す。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に属す

る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額（投資信託財産に属するマザー

ファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産

の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を含みます。）の為替変動リスクを回

避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。 

(c) 前記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超

える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図を

するものとします。 

１５）一部解約の請求および有価証券の売却等の指図（投資信託約款第40条） 

委託会社は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約

の請求および投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 

１６）再投資の指図（投資信託約款第41条） 

委託会社は、前記15）の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、

株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投

資することの指図ができます。 

１７）資金の借入れ（投資信託約款第42条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約

に伴う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を

含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的と

して、資金の借入れ（コール市場を通じる場合も含みます。）の指図をすることができ

ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

(b) 一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から

投資信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代

金支払開始日から投資信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは

受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金

日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の

売却代金、金融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。た

だし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を

超えないこととします。 

(c) 収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日か

らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

(d) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。 

１８）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（投資信託約款第33条） 

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め

られる場合には、制約されることがあります。 

 

② 「投資信託及び投資法人に関する法律」（以下「投信法」といいます。）および関係法令に

基づく投資制限は以下のとおりです。 

１）委託会社は、投資信託財産の純資産総額に100分の50を乗じて得られる額が当該投資信託
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財産に係る次の(a)および(b)に掲げる額（これに係る取引のうち当該取引が評価損を生じ

たのと同じ事由により評価益を生じた取引がある場合には当該評価益の合計額を控除した

額とします。）ならびに(c)および(d)に掲げる額の合計額を下回ることとなるにもかかわ

らず、当該投資信託財産に係る有価証券先物取引等を行うことまたは継続することを受託

会社に指図しないものとします。（投信法施行規則第27条第1項第5号） 

(a）当該投資信託財産に係る先物取引等評価損（有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプ

ション取引等の売付約定に係るものを除きます。） 

(b）当該投資信託財産に係る有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプション取引等のうち

売付約定に係るものにおける原証券等の時価とその行使価格との差額であって当該オプションの

行使に伴い発生すると見込まれる損失の額から当該オプションに係る帳簿価額を控除した金額で

あって評価損となるもの 

(c）当該投資信託財産をもって取得し現在保有している新株予約権を表示する証券または証書に係る

時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの 

(d) 当該投資信託財産をもって取得し現在保有しているオプションを表示する証券または証書に係る

時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの 

２）委託会社は同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者

指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株

式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当

該株式を投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。（投

信法第16条） 

 

（参考）マザーファンド（ＨＳＢＣチャイナマザーファンド）の投資方針 

ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。 

ご投資いただいた資金をまとめてベビーファンド（ＨＳＢＣチャイナオープン）とし、その資

金をマザーファンド（ＨＳＢＣチャイナマザーファンド）に投資して、その実質的な運用を行

う仕組みを採用しています。 

マザーファンドの投資方針は、基本的にはベビーファンドと同じものです。 

 

(1）投資の基本方針 

① 基本方針 

当ファンドは、主に中華人民共和国（以下「中国」といいます。）の証券取引所に上場して

いる株式に投資することにより、中長期的に投資信託財産の成長を目指した運用を行います。 

② 投資態度 

１）主として中国の証券取引所に上場されている株式、もしくは同国にある取引所に準ずる市

場で取引されている株式、或いは中国経済の発展と成長に係わる企業および収益のかなり

の部分を中国内の活動から得ている企業の発行する株式に投資して中長期的に投資信託財

産の成長を目指した運用を行います。 

２）上記の証券取引所は、香港、上海、深センの証券取引所をいいます。ただし、その他の証

券取引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式も投資対象とすることが

あります。 

３）投資一任契約に基づいてＨＳＢＣインベストメンツ（ホンコン）リミテッド(HSBC 

Investments (Hong Kong) Limited）に運用の指図に関する権限を委託します。 

４）以下に掲げる有価証券への投資も行います。 

① 転換社債および新株予約権付社債のうち商法第341条ノ３第１項第７号および第８号
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の定めがあるもの 

② 優先株 

③ 投資信託証券 

④ 新株引受権証券および新株予約権証券 

５）株式の組入比率は、原則として高位に維持します。 

６）外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 

７）投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券

先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通

貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに

外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取

引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に

係るオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うこ

とができます。また、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった

通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す

る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。 

８）投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取

引を行うことができます。 

 

(2）投資対象 

① この投資信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項

で定めるものをいいます。以下同じ。） 

(a）有価証券 

(b）有価証券指数等先物取引に係る権利 

(c）有価証券オプション取引に係る権利 

(d）外国市場証券先物取引に係る権利 

(e）有価証券店頭指数等先渡取引に係る権利 

(f）有価証券店頭オプション取引に係る権利 

(g）有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利 

(h）金銭債権（a、iおよびkに掲げるものを除く。） 

(i）約束手形（証券取引法第2条第1項第8号に掲げるものを除く。） 

(j）金融先物取引等に係る権利 

(k）金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と

将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授

受を約する取引またはこれに類似する取引として、投資信託及び投資法人に関する法

律施行規則で定めるものに係る権利のうち、次に掲げるもの 

i)  金利先渡取引に係る権利 

ii)  為替先渡取引に係る権利 

iii) 直物為替先渡取引に係る権利 

iv)  店頭金融先物取引に係る権利 

v)  為替及び金利に係るスワップ取引に係る権利 

vi)  為替及び金利に係るオプション取引に係る権利 

(l）金銭を信託する信託の受益権のうち、有価証券の性質を有しないもの 

２）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産 
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(a）外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引に係る権利 

(b）為替手形 

(c）抵当証券 

② 投資対象とする有価証券の指図範囲等 

委託会社（運用についての投資に関する権限を受けた投資顧問会社を含みます。）は、信託

金を、次の1）から20）までの有価証券に投資することを指図します。 

１）株券または新株引受権証書 

２）国債証券 

３）地方債証券 

４）特別の法律により法人の発行する債券 

５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型

新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６）特定目的会社に係る特定社債券（証券取引法第2条第1項第3号の２で定めるものをいい

ます。） 

７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（証券取引法第2条第1項第5号で

定めるものをいいます。） 

８）協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書（証券取引

法第2条第1項第5号の2で定めるものをいいます。） 

９）特定目的会社に係る優先出資証券（証券取引法第2条第1項第5号の3で定めるものをいい

ます。） 

10）コマーシャル・ペーパー 

11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同

じ。）および新株予約権証券 

12）外国または外国法人の発行する証券または証書で、前記１）から11）までの証券または

証書の性質を有するもの 

13）投資信託または外国投資信託の受益証券（証券取引法第2条第1項第7号で定めるものを

いいます。） 

14）投資証券または外国投資証券（証券取引法第2条第1項第7号の2で定めるものをいいま

す。） 

15）外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。） 

16）オプションを表示する証券または証書（証券取引法第2条第1項第10号の2で定めるもの

をいいます。） 

17）預託証書（証券取引法第2条第1項第10号の3で定めるものをいいます。） 

18）外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19）貸付債権信託受益権（証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。） 

20）外国法人に対する権利で前記19)の権利の性質を有するもの 

なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性

質を有するものを以下「株式」といい、2)から6）までの証券ならびに12）および17）の証

券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13）

の証券および14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

③ 投資対象とする金融商品の運用指図 

信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することができま

す。 

１）預金 
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２）指定金銭信託 

３）コール・ローン 

４）手形割引市場において売買される手形 

５）抵当証券 

前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委

託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記１）から４）までに掲げ

る金融商品により運用することの指図ができるものとします。 

 

(3）主な投資制限 

１）株式への投資には制限を設けません。（マザーファンド約款「運用の基本方針」） 

２）外貨建資産への投資には制限を設けません。（マザーファンド約款「運用の基本方針」） 

３）新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産

総額の20％以下とします。（マザーファンド約款第14条第5項） 

４）同一銘柄への株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とし

ます。（マザーファンド約款第18条第1項） 

５）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財

産の純資産総額の5％以下とします。（マザーファンド約款第18条第2項） 

６）投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。（マザーファ

ンド約款第14条第4項） 

７）同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち商法第341条ノ３第1項第7号および第8

号の定めがあるものへの投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下と

します。（マザーファンド約款第18条第3項） 

８）公社債の空売りは行わないものとします。（マザーファンド約款「運用の基本方針」） 

９）先物取引等の運用指図（マザーファンド約款第20条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行

われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引（証

券インデックス・オプション取引を含みます。）ならびに外国の市場におけるこれらの

取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ

ション取引に含めるものとします。以下同じ。 

(b) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行

われる通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場における通貨に係

る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 

(c) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行

われる金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの

取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 

１０）スワップ取引の運用指図（マザーファンド約款第21条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、

異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取

引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 

(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超え

ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ

てはこの限りではありません。 

(c) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額

で評価するものとします。 
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(d）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたと

きは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

１１）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（マザーファンド約款第22条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引お

よび為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。 

(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として

信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可

能なものについてはこの限りではありません。 

(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を

もとに算出した価額で評価するものとします。 

(d) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受

入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

１２）信用取引（マザーファンド約款第19条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付け

ることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し

または買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

(b) 前記(a)の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額が投資信託財産の純資産

総額の範囲内とします。 

(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の売付に係る建玉の時価総額が投資

信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え

る額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。 

１３）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(マザーファンド約款第26条) 

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め

られる場合には、制約されることがあります。 

１４）公社債の借入れ（マザーファンド約款第25条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をする

ことができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた

ときは、担保の提供の指図を行うものとします。 

(b) 前記(a)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の

範囲内とします。 

(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が

投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その

超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 

(d) 前記(a)の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。 

１５）外国為替予約（マザーファンド約款第27条） 

(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の

指図をすることができます。 

(b) 前記(a)の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合

計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとしま

す。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産について、為替変動リスクを回避するた

めにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。 

(c) 前記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超

える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図を

するものとします。 
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３【投資リスク】 

(1）当ファンドのリスク 

当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。 

① 価格変動リスク 

当ファンドは、主として株式等値動きのある証券に投資しますので、基準価額は株式市場

の動向等により変動します。株式市場が下落する局面では、同じように基準価額も下落す

る傾向があります。当ファンドは投資元本が保証されているものではなく、また、預金保

険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。投資信託財産に生じた

利益および損失は、全て受益者に帰属します。 

１）株価変動リスク 

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は

短期的または長期的に大きく下落することがあります。株式市場には株価の上昇と下降の

波があり、これが繰り返される傾向にあります。現時点で価格が上昇傾向であっても、そ

の傾向が今後も継続する保証はありません。組入銘柄の株価が大きく下落した場合には、

基準価額が下落する要因となります。 

２）信用リスク 

株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金

が回収できなくなる可能性があります。また、債券等への投資を行う場合には、発行体の

債務不履行や支払遅延等が発生する場合があり、基準価額の下落要因となります。 

３）解約資金の流出に伴うリスク 

短期間に大量の解約申込があった場合には、解約資金を手当てするため組入有価証券を市

場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が

下落する要因となります。 

４）為替変動リスク 

外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レート

の変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利変動、政治・経済情勢、為替市場の

需給、その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当

該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となります。 

５）カントリーリスク 

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、通貨規制、資本規制、税制等の変化、

また天災地変等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けら

れた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、方針に沿った運用が困難になることが

あります。 

６）その他 

当ファンドが投資する公社債、および短期金融商品に債務不履行が発生した場合、または

予測される場合には、当該公社債および短期金融商品の価格が下落し、基準価額が下落す

る要因となります。 

② デリバティブ取引のリスク 

当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジ

する商品とヘッジされるべき資産との間に相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可

能性、証拠金を積むことによるリスクなど様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、

投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的な運用に

資する目的でも用いられることもありますが、実際の価格変動が委託会社の見通しと異

なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。 
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③ 法令・税制・会計等の変更の可能性にかかわる留意点 

法令・税制・会計方法は今後変更される可能性があります。 

④ その他の留意点 

取得申込者から販売会社に申込金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に

対して申込代金の払込みが現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任

も負わず、かつ、その後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益証券およ

び受益証券上のいかなる権利も取得しません。 

一部解約金、収益分配金および償還金の支払いは全て販売会社を通じて行われます。委託

会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への

支払いについての責任を負いません。 

委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意

をもって行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について、

それぞれ責任を負担しており、互いに他について責任を負担しません。 

 

(2）投資リスクに対する管理体制 

ポートフォリオ 

各運用拠点のチーフ・ 

インベストメント・オフィサー

コンプライアンス・

オフィサー 

ポートフォリオ分析チーム 

顧客担当マネジャー 

法令・諸規則等の遵守 

状況をチェック 

ポートフォリオの分析 

  運用ガイドラインの 

  遵守状況等のチェック 

運用ガイドラインの遵守状況およびパフォーマンス等をチェック 

 

 

投資リスクの管理は、各運用拠点のチーフ・インベストメント・オフィサー（CIO）、コンプラ

イアンス・オフィサー、顧客担当マネジャー、ロンドンに本拠を置くポートフォリオ分析チーム

による複眼的な管理体制を採っております。 

 

また、効率的な管理を行うためにポートフォリオモニタリングシステムが整備されており、各担

当者が共通のインフラにアクセスして投資リスクを管理する体制となっております。 

 

各運用拠点のチーフ・インベストメント・オフィサー（CIO）は、主に運用ガイドラインの遵守

およびパォーマンス等のポートフォリオの運用状況の管理を行います。 

 

コンプライアンス・オフィサーは運用部門からは完全に独立しており、法令・諸規則等の遵守状

況のモニタリングを行っております。 

 

顧客担当マネジャーは、主にポートフォリオモニタリングシステムを通じ、ポートフォリオの運
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用状況を把握しており、必要な場合、運用部門に対し改善を求める権限を持っております。改善

の要求と結果は、コンプライアンス・オフィサーにも同様に報告されます。 

 

ポートフォリオ分析チームは、ポートフォリオの各種リスク特性を示す要因分析を行い定期的に

チーフ・インベストメント・オフィサー（CIO）、担当ファンドマネジャー、コンプライアン

ス・オフィサー、顧客担当マネジャーに対し分析結果が報告されます。 

 

その他、ＨＳＢＣグループの監査部門による内部監査・監査法人による外部監査も行われており、

各部門が法令・諸規則および社内業務規程に則って運営されているかどうかについてチェックさ

れ、業務方法および管理体制、運営全般についての精査が行われております。 

 

※ 投資リスクに対する管理体制は、平成17年9月末現在のものであり、今後、変更となる可能性が 

  あります。 
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４【手数料等及び税金】 

(1）【申込手数料】 

お申込口数、お申込金額またはお申込代金等に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価

額に3.15％（税抜3.00％）を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。

なお、申込手数料には消費税等相当額が加算されております。 

販売会社が個別に定める率については、販売会社または下記の委託会社へお問い合わせくだ

さい。 

ＨＳＢＣ投信株式会社 

電話番号：03-5203-3980 
（受付時間：委託会社の毎営業日の午前9時～午後5時、 

半日営業日は午前9時～正午まで） 

ホームページ：http://www.hsbc.co.jp/ 

分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つのコースが

あります。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があり

ますので、詳しくは各販売会社または上記照会先までにお問い合わせください。 

 

「一般コース」を選択した投資者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取

得申込の口数）に、申込手数料（税込）を申込代金として販売会社に支払うものとします。 

「自動けいぞく投資コース」を選択した投資者は、申込代金を申し込みの販売会社に支払う

ものとします。（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は申込代金から差

し引かれます。） 

なお、「自動けいぞく投資コース」で収益分配金を自動的に再投資する際の買付単位は1口

単位となり、無手数料で取扱います。 

 

(2）【換金（解約）手数料】 

換金（解約）請求には手数料はかかりません。 

 

(3）【信託報酬等】 

① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年

1.89％（税抜年1.80％）の率を乗じて得た金額を費用として計上します。信託報酬に係る消

費税等相当額を信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。信託報酬は、信託契

約の当事者である委託会社と受託会社で配分されますが、委託会社は、販売会社に販売会社

が行う業務に対する手数料として信託報酬の配分を行います。販売会社に対する信託報酬は、

委託会社が一旦信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。 

② 前記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき

投資信託財産中から支弁するものとします。 

  信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。 

委託会社 販売会社 受託会社 

年1.05％ 

（税抜年1.00％） 

年0.735％ 

（税抜年0.70％）

年0.105％ 

（税抜年0.10％）

  なお、委託会社の報酬には、ＨＳＢＣインベストメンツ（ホンコン）リミテッドへの投資顧

問報酬（年0.30％）が含まれています。 
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(4）【その他の手数料等】 

当ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。（ただし、これらに限定される

ものではありません。） 

① 株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用 

② 外貨建資産の保管費用 

③ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用 

④ 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、ならびに受託会社の立替えた立

替金の利息 

⑤ その他以下の諸費用 

１）受益証券の管理事務に関連する費用（券面の作成、印刷および交付に係る費用を含みま

す。） 

２）有価証券届出書、有価証券報告書、臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用 

３）目論見書の作成、印刷および交付に係る費用 

４）投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用 

５）運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用 

６）当ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託

契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用 

７）当ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 

 

委託会社は、前記⑤記載の諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資

信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に投資信託財産のために支払っ

た金額の支弁を受ける際、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託

会社は実際に支払う金額の支弁を受けるにあたり、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見

積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて投資信託財産からその支

弁を受けることもできます。かかる諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会

社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定

金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。固定率または固定金額を定める場

合、かかる諸費用の額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産に計上され、毎計算期間の最初

の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき当該諸費用に係る消費税等相当額ととも

に投資信託財産中から支弁します。 

 

委託会社は、かかる諸費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった結果、投資信託財産の純資

産総額に年率0.2％を乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、投資信託財産から支弁

を受けるものとします。委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期

中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、年率0.2％を上限としてこれを変更することができま

す。 

 

なお、前記④に規定する信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた

諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せず、かつ、委託会社の合理的判断によりこの信託に

関連して生じたと認めるものを含みます。 

 

(5）【課税上の取扱い】 

日本の居住者である受益者に対する課税については、次のような取扱いになります。 

① 個別元本について 
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１）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益証券の価額等（申込手数料および

当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元

本）にあたります。 

２）受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加

信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

３）ただし、保護預りでない受益証券および記名式受益証券については各受益証券毎に、同一

ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が

行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は

当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場

合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。 

４）受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分

配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「特別分配金」につ

いては、下記の（収益分配金の課税について）をご参照ください。） 

② 一部解約時および償還時の課税について 

一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。 

③ 収益分配金の課税について 

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いにな

る「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。 

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別

元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の

全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下

回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特

別分配金を控除した額が普通分配金となります。 

なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特

別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 

◆ 個人、法人別の課税の取扱いについて 

① 個人の受益者に対する課税 

１）収益分配金に対する課税 

個人の受益者が支払いを受ける収益分配金について、10％（所得税7％および地方税3％）の

税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い総合課

税を選択することもできます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金

のみであり、特別分配金は課税されません。 

２）一部解約時および償還時の課税 

一部解約時および償還時の個別元本超過額については、10％（所得税7％および地方税3％）

の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、一部解約時の一部解

約金または償還時の償還金が個別元本を下回っている場合には確定申告を行うことにより、

当該損金額を株式等の売買益と通算（損益通算）することができます。 

 

なお、平成20年4月1日以降は、上記の10％（所得税7％および地方税3％）の税率は20％（所得

税15％および地方税5％）となることが予定されています。 
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② 法人の受益者に対する課税 

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解

約時および償還時の個別元本超過額については、平成20年3月31日までは所得税7％（地方税

の徴収はありません。）となります。なお、平成20年4月1日以降は所得税15％（地方税の徴

収はありません。）の税率で源泉徴収※され法人の受取額となることが予定されています。

収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税

されません。 

※ 源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除 

 

（注）上記の内容は平成17年9月末現在のものであり、税法等が改正された場合には、変更にな

ることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 
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５【運用状況】 

以下は平成17年9月30日現在の運用状況であります。また、投資比率とはファンドの純資産総額

に対する当該資産の時価比率をいいます。 

 

(1）【投資状況】 

ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

資産の種類 国および地域 時価合計（円） 投資比率（％） 

外貨建株式親投資信託受益証券 ― 36,007,397,427 100.32

現金・預金・その他の資産（負債控除後） ― △113,667,450 △0.32

合計（純資産総額） ― 35,893,729,977 100.00

 

（参考）ＨＳＢＣ チャイナ マザーファンド 

資産の種類 国および地域 時価合計（円） 投資比率（％） 

香  港 18,826,018,292 50.51 

中華人民共和国 16,413,339,784 44.04  

小  計 35,239,358,076 94.54 

現金・預金・その他の資産（負債控除後） ― 2,033,333,633 5.46 

合 計（純資産総額） 37,272,691,709 100.00 

 

(2) 【投資資産】 

①【投資有価証券の主要銘柄】 

 
国名/ 
地域 

種類 銘柄名 
数量 

（口数） 
簿価単価
（円）

簿価金額 
（円） 

評価単価
（円） 

評価金額（円）
投資比率
（％）

１ 日本 
親投資信託 

受益証券 

ＨＳＢＣチャイナ  

マザーファンド 
17,110,529,095 1.6850 28,832,537,139 2.1044 36,007,397,427 100.32

 

投資有価証券の種類別投資比率 

種  類 投資比率（％）

親投資信託受益証券 100.32

合 計 100.32

 

②【投資不動産物件】 

該当事項はありません。 

 

③【その他投資資産の主要なもの】 

該当事項はありません。 
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（参考情報）ＨＳＢＣ チャイナ マザーファンド 

①投資有価証券の主要銘柄 

順位 国／地域 種類 銘柄名 業種 数量
帳簿価額
単価
（円）

帳簿価額
金額
（円）

評価額
単価
（円）

評価額
金額
（円）

投資
比率
（％）

1
中華人民
共和国

株式 PETROCHINA CO LTD-H エネルギー 39,132,000 73.04 2,858,466,527 94.83 3,711,083,220 9.96

2 香港 株式 CHINA MOBILE (HK) 通信 6,456,500 372.92 2,407,760,562 558.06 3,603,162,813 9.67

3 香港 株式 CNOOC LTD エネルギー 43,140,500 70.36 3,035,536,528 82.43 3,556,222,406 9.54

4
中華人民
共和国

株式 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H エネルギー 38,706,000 45.81 1,773,222,495 51.06 1,976,521,890 5.30

5
中華人民
共和国

株式 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 保険 20,174,000 78.05 1,574,711,831 86.81 1,751,315,027 4.70

6
中華人民
共和国

株式 CHINA TELECOM CORP LTD 通信 39,664,000 41.87 1,660,862,571 42.31 1,678,223,504 4.50

7 香港 株式 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 不動産 41,836,000 26.88 1,124,604,147 32.09 1,342,851,928 3.60

8
中華人民
共和国

株式 CHINA SHIPPING DEV CO 海運業 13,522,000 94.83 1,282,358,870 93.37 1,262,630,272 3.39

9
中華人民
共和国

株式 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 石油・石炭 8,964,000 114.46 1,026,047,450 133.49 1,196,680,554 3.21

10 香港 株式 CHINA RESOURCES ENTERPRISES 複合産業 5,910,000 163.40 965,741,280 184.56 1,090,770,285 2.93

11 香港 株式 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 銀行 4,775,500 207.90 992,862,266 228.33 1,090,406,629 2.93

12 香港 株式 CITIC PACIFIC LIMITED 複合産業 3,201,000 316.89 1,014,380,254 318.79 1,020,451,591 2.74

13
中華人民
共和国

株式 SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H 電気・電子 24,000,000 32.64 783,389,018 38.66 927,924,000 2.49

14
中華人民
共和国

株式 ALUMINUM CORP CHINA LTD 非鉄金属 12,700,000 69.02 876,631,257 70.03 889,406,400 2.39

15 香港 株式 HOPEWELL HOLDINGS 不動産 2,937,000 279.39 820,593,394 294.71 865,586,766 2.32

16 香港 株式 CHINA MERCHANTS HLDGS INTL 複合産業 3,280,000 221.76 727,399,040 252.40 827,894,960 2.22

17
中華人民
共和国

株式 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 保険 4,000,000 189.61 758,462,014 199.15 796,614,000 2.14

18
中華人民
共和国

株式 JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 複合産業 10,508,000 53.94 566,814,270 68.20 716,732,291 1.92

19 香港 株式 COSCO PACIFIC LIMITED ビジネス・公共サービス 3,036,000 229.79 697,650,030 214.47 651,140,028 1.75

20
中華人民
共和国

株式 CHINA SHIPPING CONTAINER-H 海運業 13,417,000 44.86 601,943,642 45.95 616,625,194 1.65

21 香港 株式 SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 複合産業 2,803,000 248.75 697,272,878 218.85 613,436,550 1.65

22 香港 株式 DENWAY MOTORS LIMITED 自動車 15,000,000 42.65 639,799,830 40.12 601,837,500 1.61

23 香港 株式 LENOVO GROUP LTD コンピューター 9,340,000 52.94 494,548,661 53.25 497,387,690 1.33

24 香港 株式 TECHTRONIC INDUSTRIES CO 商業 1,500,000 287.63 431,457,042 288.88 433,323,000 1.16

25 香港 株式 AIR CHINA LIMITED-H 航空 11,886,000 41.28 490,769,374 35.74 424,871,013 1.14

26 香港 株式 CHINA TRAVEL INTL INV HK レジャー旅行 13,300,000 35.74 475,415,150 30.63 407,498,700 1.09

27 香港 株式 LIFESTYLE INTL HLDGS LTD 商業 1,944,500 183.76 357,335,596 179.45 348,954,136 0.94

28 香港 株式 CHINA POWER INTERNATIONAL 電力・ガス 8,499,236 37.61 319,662,994 38.66 328,610,211 0.88

29 香港 株式 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS 電力・ガス 4,096,000 54.71 224,102,400 73.67 301,791,232 0.81

30
中華人民
共和国

株式 WEIQIAO TEXTILE CO LTD 繊維・アパレル 2,006,000 173.62 348,283,726 150.27 301,455,662 0.81
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投資有価証券の種類別投資比率 

種類 国内／外国 業種 投資比率（％）

株式 外国 エネルギー 24.80

電力・ガス 1.69

非鉄金属 2.39

コンピューター 1.33

電気・電子 2.49

電子部品・計器 0.51

機械・エンジニアリング 0.57

自動車 1.61

食品・日用品 0.30

繊維・アパレル 0.81

ビジネス・公共サービス 1.75

レジャー旅行 1.09

商業 2.10

通信 14.17

航空 1.14

陸運業 0.56

海運業 5.04

銀行 3.73

保険 6.84

不動産 5.93

複合産業 11.97

石油・石炭 3.21

電気機器 0.08

その他製造 0.45

94.54合計

 

 

 

②投資不動産物件 

 該当事項はありません。 

 

③その他投資資産の主要なもの 

  該当事項はありません。 
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(3) 【運用実績】 

①【純資産の推移】 

平成17年9月30日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推

移は次のとおりです。 

 

純資産総額（百万円） １口当たり純資産額（円）
期 計算期間末または各月末 

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

1期 平成15年1月30日 3,851 3,851 0.9310 0.9310

2期 平成16年1月30日 17,196 17,738 1.5873 1.6373

3期 平成17年1月31日 41,184 42,304 1.4712 1.5112

 平成16年9月末日 46,612 － 1.5329 －

 平成16年10月末日 45,964 － 1.5144 －

 平成16年11月末日 45,114 － 1.5584 －

 平成16年12月末日 43,974 － 1.5644 －

 平成17年1月末日 41,184 － 1.4712 －

 平成17年2月末日 42,967 － 1.5811 －

 平成17年3月末日 39,449 － 1.5401 －

 平成17年4月末日 36,936 － 1.5369 －

 平成17年5月末日 35,703 － 1.5118 －

 平成17年6月末日 36,568 － 1.6133 －

 平成17年7月末日 36,635 － 1.7288 －

 平成17年8月末日 34,441 － 1.7401 －

 平成17年9月末日 35,893 － 1.8404 －

 

②【分配の推移】 

下記決算期中の分配は次のとおりです。 

期 １口当たりの分配金（円） 

第1期 0.0000 

第2期 0.0500 

第3期 0.0400 
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③【収益率の推移】 

計算期間 収益率（％） 

第1期 
（平成14年1月31日～平成15年1月30日） 

△6.9 

第2期 
（平成15年1月31日～平成16年1月30日） 

75.9 

第3期 
（平成16年1月31日～平成17年1月31日） 

△4.8 

第4期（中間期） 
（平成17年2月1日～平成17年7月31日） 

17.5 
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６【手続等の概要】 

(1）申込（販売）手続等 

① 受益証券の取得申込者は、原則として、申込期間中の販売会社の各営業日の営業時間内に、

「一般コース」（収益の分配時に分配金を受け取るコース）の場合は1万口以上1万口単位、

「自動けいぞく投資コース」（収益の分配時に分配金が税引き後、無手数料で再投資され

るコース）の場合は、1万円以上1円単位で購入することができます（取扱いコースおよび

申込単位は販売会社によって異なります。詳細につきましては、各販売会社または委託会

社へお問い合わせください。）。取得申込の受付は、営業日の午後3時（年末年始など本邦

証券取引所が半休日の場合は午前11時）までに、取得申込が行われ、かつ、当該取得申込

の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱い、当

該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、取得申込日が香港の証券

取引所の休場日にあたる場合には取得申込の受付は行いません。 

② 「一般コース」を選択した場合には、申込代金（販売価額）は、申込金額（取得申込受付日

の翌営業日の基準価額×取得申込の口数）に、申込手数料ならびに当該申込手数料に係る

消費税等相当額を加算した金額となります。「自動けいぞく投資コース」を選択した場合

には、申込代金を申し込みの販売会社に支払うものとします（申込手数料および当該申込

手数料に係る消費税等相当額は、申込代金から差し引かれます。）。申込手数料率は

3.15％（税抜3.00％）を上限として販売会社が個別に定めるものとします。上記にかかわ

らず、「自動けいぞく投資コース」で収益分配金を自動的に再投資する際の買付単位は1口

単位となり、無手数料で取扱います。その申込代金（販売価額）は、ファンドの各計算期

間終了日の基準価額とします。 

③ 証券取引所等における取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国

における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、

クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減

少ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置

をとった場合には、委託会社の判断により、取得申込の受付の中止、すでに受け付けた取

得申込の取消しまたはその両方を行うことができます。 

 

(2）換金（解約）手続等 

① 信託期間中の換金は、原則としていつでも可能です。ただし、一部解約の実行の請求日が香

港の証券取引所の休場日にあたる場合には、一部解約の実行の請求は受付けません。換金

の方法は、信託契約の一部解約の実行の請求となります。受益者は、自己の有する受益証

券につき、委託会社に、原則として、1万口単位（別に定める契約に係る受益証券について

は1口単位）をもって一部解約の実行を請求することができます。受益者が一部解約の実行

の請求をするときは、販売会社に対し受益証券をもって行うものとします。一部解約の実

行の請求の受付は、販売会社の営業日の午後3時（年末年始のような本邦証券取引所が半休

日の場合は午前11時）までに、一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該請求の受付に

係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱い、当該受

付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。 

② 委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。

一部解約の価額は、一部解約の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。受益者の受取

金額は、基準価額に一部解約口数を乗じて得た金額から基準価額が個別元本を超えている

場合には、その超過額に一部解約口数を乗じて得た額に対する所得税および地方税額を差

し引いた金額※となります。当該金額は請求を受付けた日から起算して、原則として５営業
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日目から販売会社の各営業所等において受益者に支払います。 

※ 源泉税額は、個人の受益者については10％（所得税7％および地方税3％）、法人の受益

者については7％（所得税7％）となります。なお、平成20年4月1日以降は、個人の受益

者については20％（所得税15％および地方税5％）、法人の受益者については15％（所

得税15％）となることが予定されております。 

 

また、上記の税率は平成17年3月末現在のものであり、税法等の改正により、変更になること

があります。 

  

 なお、一部解約にあたり手数料はかかりません。 

解約価額に関しては、以下の委託会社および販売会社にお問い合わせください。 

ＨＳＢＣ投信株式会社 

電話番号：03-5203-3980 

（受付時間：委託会社の毎営業日の午前9時～午後5時、 

  半日営業日は午前9時～正午まで） 

 

③ 委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情

（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導

入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流

動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害、コンピュータの誤作動等により決

済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合等）が発生したときは、一部

解約の実行の請求の受付を中止することができます。一部解約の実行の請求の受付が中止

された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回

できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該証券

の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実

行を受付けたものとして上記の規定に準じて計算された価額とします。 
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７【管理及び運営の概要】 

  (1）資産管理等の概要 

① 資産の評価 

基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を

除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財

産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日

における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証

券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）

の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって

計算します。予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の

仲値によるものとします。 

基準価額は委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社で入手できま

す。また、基準価額は翌日の日本経済新聞朝刊にも「チャイナ」の略称で掲載されます。な

お、基準価額は1万口単位で表示されたものが公表されます。 

基準価額に関しては、販売会社または下記の委託会社へお問い合わせください。 

ＨＳＢＣ投信株式会社 

電話番号：03-5203-3980 

（受付時間：委託会社の毎営業日の午前9時～午後5時、 

半日営業日は午前9時～正午まで） 

② 保管 

受益者は、自動けいぞく投資契約または保護預り契約に基づいて、受益証券を販売会社に保

管（保護預り）させることができます。保護預りの場合、受益証券は混蔵保管されます。 

③ 信託期間 

ファンドの信託期間は無期限とします。ただし、下記⑤ その他 1. 信託の終了(a)、(g)、

(h)および(j)に該当した場合には、信託を終了することがあります。 

④ 計算期間 

原則として、毎年1月31日から翌年1月30日までとします。原則にかかわらず、各計算期間終

了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該

当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、上記に

かかわらず、最終計算期間の終了日は、下記⑤ その他 1. 信託の終了(a)、(g)、(h)および

(j)に該当した信託期間の終了日とします。 

⑤ その他 

1. 信託の終了 

次の場合は信託終了日前に信託契約を解約し、当該信託を終了させる場合があります。 

(a) 委託会社は、信託契約の一部解約により受益権の総口数が 10 億口を下回ることとなっ

た場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると

き、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を

解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらか

じめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

(b) 委託会社は、前記(a)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か

つ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま

す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原

則として、公告を行いません。 

(c) 前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対
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して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし

ます。 

(d) 前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分

の一を超えるときは、前記(a)の信託契約の解約をしません。 

(e) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびそ

の理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交

付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公

告を行いません。 

(f) 前記(c)から(e)までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情

が生じている場合であって、前記(c)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書

面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 

(g) 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、

信託契約を解約し、信託を終了させます。 

(h) 委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し

たときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

(i) 前記(h)にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信

託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記 2 の(d)に該当する場合

を除き、当該投資信託委託業者と受託会社の間において存続します。 

(j) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、

委託会社は、下記 2 の投資信託約款の変更に従い、新受託者を選任します。委託会社

が新受託者を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了さ

せます。 

2. 投資信託約款の変更 

(a)  委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生し

たときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものと

し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

(b)  委託会社は、前記(a)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、

変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を

この投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信

託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い

ません。 

(c)  前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対

して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし

ます。 

(d)  前記(c)の一定期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の

一を超えるときは、投資信託約款の変更を行いません。 

(e)  委託会社は、この投資信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨お

よびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対

して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、

公告を行いません。 

(f)  委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、

前記(a)から(e)に従います。 

3. 関係法人との契約の更改に関する手続き等 

委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」（別の名称で同様の
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権利義務を規定する契約を含みます。）は、契約期間満了3ヶ月前までに、当事者の別段

の意思表示のない限り、原則として1年毎に自動的に更新されるものとします。また、委

託会社と投資顧問会社との間で締結する「投資一任契約」（別の名称で同様の権利義務を

規定する契約を含みます。）は、当事者の別段の意思表示のない限り、原則として解約す

るまで効力を有するものとします。各々の契約書は当事者間の合意により変更することが

できます。 

4. 運用報告書 

委託会社は、ファンドの毎計算期間終了日毎および信託終了のときに運用報告書を作成し、

販売会社を通じて当該投資信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。 

5. 反対者の買取請求権 

委託会社が信託契約の解約または投資信託約款の変更を行う場合において、受益者は一定

の期間内に委託会社に対して異議を述べることができます。この場合、異議を述べた受益

者は、受託会社に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産をもって買い取るべき旨

を請求することができます。 

(2) 受益者の権利等 

当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、

信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益権の有する主な権利は以

下のとおりです。なお、投資信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファン

ド資産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。 

① 収益分配金に対する請求権 

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分

配金は、毎計算期間の終了日後１ヶ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日（決

算日が休業日の場合は当該決算日の翌営業日）から起算して５営業日目）から収益分配金交

付票と引換えに受益者に支払います。 

収益分配金の支払いは、販売会社の各営業所等において行います。 

受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権

利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。 

なお、自動けいぞく投資コースの場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、自動けいぞく

投資契約に基づいて無手数料で再投資されます。 

② 償還金に対する請求権 

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 

償還金は、信託終了日後１ヶ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が

休業日の場合は当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日目）から受益証券と引換えに

受益者に支払います。償還金の支払いは、販売会社の各営業所等において行います。受益者

への支払いについては、委託会社は当該販売会社に対する支払いをもって免責されるものと

します。 

受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないと

きは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属する

ものとします。 

③ 一部解約実行請求権 

受益者は、一部解約の実行を投資信託約款の規定および本書の記載に従って請求することが

できます。一部解約金の支払いは、販売会社の各営業所等において行うものとします。受益

者への支払いについては、委託会社は当該販売会社に対する支払いをもって免責されるもの

とします。 
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④ 反対者の買取請求権 

委託会社が信託契約の解約または投資信託約款の変更を行う場合において、受益者は一定の

期間内に委託会社に対して異議を述べることができます。この場合、異議を述べた受益者は、

受託会社に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求す

ることができます。 

⑤ 帳簿閲覧権 

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類

の閲覧を請求することができます。 
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第２【財務ハイライト情報】 
 

◆ 以下の情報は、請求目論見書「第４ ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から

抜粋して記載したものです。 

◆ ファンドの財務諸表については、あずさ監査法人による監査を受けております。また、当該監査

法人による監査報告書は、請求目論見書「第４ ファンドの経理状況」に記載されている「財務

諸表」に添付されています。 

 

ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

(1)【貸借対照表】 

期 別 
第2期 

（平成16年1月30日現在） 
第3期 

（平成17年1月31日現在） 

資産の部   

流動資産   

親投資信託受益証券 17,825,862,558 42,731,164,148 

未収入金 97,691,201 90,518,900 

流動資産合計 17,923,553,759 42,821,683,048 

資産合計 17,923,553,759 42,821,683,048 

負債の部   

流動負債   

未払収益分配金 541,688,728 1,119,788,767 

未払解約金 97,691,201 90,518,900 

未払受託者報酬 4,693,654 23,408,913 

未払委託者報酬 79,792,095 397,951,548 

その他未払費用 3,044,372 5,438,054 

流動負債合計 726,910,050 1,637,106,182 

負債合計 726,910,050 1,637,106,182 

純資産の部   

元本   

元本 10,833,774,575 27,994,719,199 

剰余金   

期末剰余金 6,362,869,134 13,189,857,667 

（分配準備積立金） (1,786,534,020) (138,943,396) 

剰余金合計 6,362,869,134 13,189,857,667 

純資産合計 17,196,643,709 41,184,576,866 

負債・純資産合計 17,923,553,759 42,821,683,048 
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(2)【損益及び剰余金計算書】 

期 別 
第2期 

（自 平成15年1月31日 
  至 平成16年1月30日） 

第3期 
（自 平成16年1月31日 

  至 平成17年1月31日）

 科 目 金額（円） 金額（円） 

経常損益の部   

営業損益の部   

営業収益   

有価証券売買等損益 3,492,325,277 △ 1,121,932,294 

営業収益合計 3,492,325,277 △ 1,121,932,294 

営業費用   

受託者報酬 6,463,412 40,663,603 

委託者報酬 109,878,022 691,281,273 

その他費用 6,415,290 11,438,054 

営業費用合計 122,756,724 743,382,930 

営業利益又は営業損失(△) 3,369,568,553 △ 1,865,315,224 

経常利益又は経常損失(△) 3,369,568,553 △ 1,865,315,224 

当期純利益又は当期純損失(△) 3,369,568,553 △ 1,865,315,224 

一部解約に伴う当期純利益分配額 
 又は当期純損失分配額 

980,489,436 △ 424,644,224 

期首剰余金又は欠損金 △ 285,599,847 6,362,869,134 

  剰余金増加額又は欠損金減少額 5,353,561,545 14,663,440,544 

（当期追加信託に伴う剰余金増加
額又は欠損金減少額） 

( 5,353,561,545) ( 14,663,440,544) 

 剰余金減少額又は欠損金増加額 552,482,953 5,275,992,244 

（当期一部解約に伴う剰余金減少
額又は欠損金増加額） 

( 552,482,953) ( 5,275,992,244) 

分配金 541,688,728 1,119,788,767 

期末剰余金 6,362,869,134 13,189,857,677 
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重要な会計方針 

項目 
第2期 

自 平成15年1月31日 
至 平成16年1月30日 

第3期 
自 平成16年1月31日 
至 平成17年1月31日 

親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 １．運用資産の評価基準

及び評価方法 基準価額に基づいて時価評価して

おります。 

 

同左 

有価証券売買等損益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準 ２．費用・収益の計上 

基準   約定日基準で計上しております。   同左 

 

３. その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項 

 当ファンドの計算期間は当期末が休

日のため、平成16年1月31日から平

成17年1月31日までとなっておりま

す。 
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【中間財務諸表】 

(1)【中間貸借対照表】 

期別 
第3期中間計算期間末 

（平成16年 7月30日現在） 
第4期中間計算期間末 

（平成17年 7月31日現在） 

科目 金額（円） 金額（円） 

資産の部   

流動資産   

金銭信託 － 51,331,903 

親投資信託受益証券 41,147,438,904 36,999,489,920 

未収入金 62,105,426 343,981,631 

流動資産合計 41,209,544,330 37,394,803,454 

資産合計 41,209,544,330 37,394,803,454 

負債の部   

流動負債   

未払解約金 62,105,426 597,949,188 

未払受託者報酬 17,254,690 19,914,916 

未払委託者報酬 293,329,725 338,553,510 

その他未払費用 16,432,975 9,483,238 

流動負債合計 389,122,816 965,900,852 

負債合計 389,122,816 965,900,852 

純資産の部   

元本   

元本 27,847,806,021 21,074,396,959 

剰余金   

中間剰余金 12,972,615,493 15,354,505,643 

（分配準備積立金） ( 1,589,963,650) ( 93,715,562) 

剰余金合計 12,972,615,493 15,354,505,643 

純資産合計 40,820,421,514 36,428,902,602 

負債・純資産合計 41,209,544,330 37,394,803,454 
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】 

期別 
第3期中間計算期間 

（自 平成16年 1月31日 
    至 平成16年 7月30日） 

第4期中間計算期間 
（自 平成17年 2月 1日 

    至 平成17年 7月31日） 

科目 金額（円） 金額（円） 

経常損益の部   

営業損益の部   

営業収益   

有価証券売買等損益 △ 3,052,693,868 6,540,607,399 

営業収益合計 △ 3,052,693,868 6,540,607,399 

営業費用   

受託者報酬 17,254,690 19,914,916 

委託者報酬 293,329,725 338,553,510 

その他費用 16,432,975 9,483,238 

営業費用合計 327,017,390 367,951,664 

営業利益又は営業損失（△） △ 3,379,711,258 6,172,655,735 

経常利益又は経常損失（△） △ 3,379,711,258 6,172,655,735 

中間純利益又は中間純損失(△) △ 3,379,711,258 6,172,655,735 

一部解約に伴う中間純利益分配額
又は中間純損失分配額（△） 

△ 174,747,141 928,159,967 

期首剰余金  6,362,869,134 13,189,857,667 

剰余金増加額          11,219,006,722 1,509,399,261 

（当中間期追加信託に伴う剰余金
増加額） 

( 11,219,006,722) ( 1,509,399,261)

剰余金減少額 1,404,296,246 4,589,247,053 

（当中間期一部解約に伴う剰余金
減少額） 

( 1,404,296,246) ( 4,589,247,053)

分配金 -  － 

中間剰余金 12,972,615,493 15,354,505,643 
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重要な会計方針 

        期 別 第3期中間計算期間 第4期中間計算期間 

 項 目 
（自 平成16年 1月31日 

  至 平成16年 7月30日） 
（自 平成17年 2月 1日 

  至 平成17年 7月31日） 

１．運用資産の評価基準

及び評価方法 

 

 

 

 

親投資信託受益証券 

基準価額に基づいて時価評価して

おります。 

親投資信託受益証券 

移動平均法に基づき、時価で評価

しております。時価評価にあたっ

ては、親投資信託受益証券の基準

価額に基づいて評価しておりま

す。 

２. 費用・収益の計上基

準 

有価証券売買等損益の計上基準 

約定日基準で計上しております。

有価証券売買等損益の計上基準 

同左 

 

３.その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項 

 

－ 

当ファンドの中間計算期間は前期末

が休日のため、平成17年2月1日から

平成17年7月31日までとなっており

ます。 
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第３【内国投資信託受益証券事務の概要】 
 

(1）名義書換 

① 当ファンドの受益証券は原則として無記名式ですが、受益者が委託会社の定める手続きによっ

て請求したときは、無記名式の受益証券と引き換えに記名式の受益証券、または記名式の受益

証券と引き換えに無記名式の受益証券を交付します。ただし、販売会社と保護預り契約を締結

した受益者の受益証券に関しては、全て当該販売会社に大券をもって混蔵保管されるため、委

託会社は当該受益者の請求に基づく記名式の受益証券への変更は行いません。 

② 記名式受益証券の所持人は、委託会社の定める手続きによって名義書換を委託会社に請求する

ことができます。名義書換は、委託会社で行うものとし、手数料は徴しません。 

取扱場所：ＨＳＢＣ投信株式会社 

（住所）：東京都中央区日本橋三丁目１１番１号 ＨＳＢＣビルディング 

 なお、名義書換の手続きは、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止されます。 

 

(2）受益者名簿 

作成しません。 

 

(3）受益者に対する特典 

該当するものはありません。 

 

(4）内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容 

ファンドの受益証券の譲渡制限は設けておりません。ただし、記名式の受益証券の譲渡は、委託

会社の定める手続きによる名義書換によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することが

できません。 
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第４【ファンドの詳細情報の項目】 
 

以下は請求目論見書の記載事項です。 

 

第１ ファンドの沿革 

 

第２ 手続等 

１.申込（販売）手続等 

２.換金（解約）手続等 

 

第３ 管理及び運営 

１.資産管理等の概要 

(1)資産の評価 

(2)保管  

(3)信託期間 

(4)計算期間 

(5)その他 

２.受益者の権利等 

 

第４ ファンドの経理状況 

１.財務諸表 

(1)貸借対照表 

(2)損益及び剰余金計算書 

(3)附属明細表 

２.ファンドの現況 

 純資産計算書 

 

第５ 設定及び解約の実績 
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追加型証券投資信託  

ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

－運用の基本方針― 

 

約款第 23 条の規定に基づき委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 

 

１．基本方針  

  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 

 

２．運用方法 

（１）投資対象 

 ＨＳＢＣ チャイナ マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要

投資対象とします。 

 

（２）投資態度 

① 主としてマザーファンド受益証券に投資します。 

② 投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用（主として中華人民共和国の証券取引所に上場

されている株式、もしくは同国にある取引所に準ずる市場で取引されている株式、或いは中国

経済の発展と成長に係わる企業及び収益のかなりの部分を中国内の活動から得ている企業の

発行する株式に投資）を直接行うことがあります。 

③ 上記の証券取引所は、香港、上海、深センの証券取引所をいいます。ただし、その他の証券取

引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式も投資対象とすることがありま

す。 

④ 株式の実質組入比率は、原則として高位に維持します。  

⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 

⑥ 市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記の運用が行われないことがあります。 

⑦ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物

取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る

オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場に

おける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先

物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と

類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。また、投資

信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または

異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」とい

います。）を行うことができます。 

⑧ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を

行うことができます。 

 

（３）投資制限 

① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 

② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 

③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純

資産総額の 20％以下とします。 

④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10％以下と

します。 

⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信
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託財産の純資産総額の５％以下とします。 

⑥ 投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産

の純資産総額の５％以下とします。 

⑦ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち商法第 341 条ノ３第 1 項第 7 号および第 8

号の定めがあるものへの実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10％以

下とします。 

⑧ 資金借入は、投資信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 

⑨ 公社債の空売りは行わないものとします。 

⑩ 有価証券先物取引等は約款第 27 条の範囲内で行います。 

⑪ スワップ取引は約款第 28 条の範囲内で行います。 

⑫ 金利先渡取引および為替先渡取引は約款第 29条の範囲内で行います。 

 

３．収益分配方針 

年 1回の決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 

① 分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の全額と

します。 

② 分配金額は委託者が基準価額水準・市況動向などを勘案して決定します。 

③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を

行います。 
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［委託者および受託者］ 

第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、ＨＳＢＣ投信株式会社を委託者とし、三井アセット信託銀

行株式会社を受託者とします。  

［信託事務の委託］ 

第 2 条 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条

第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを

委託することができます。 

［信託の目的および金額］ 

第 3 条 委託者は、金 513,740,000 円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引

き受けます。 

［信託金の限度額］ 

第 4 条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 2,000億円を限度として信託金を追加することができます。

② 追加信託が行われたときは、受託者は、その引き受けを証する書面を委託者に交付します。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1項の限度額を変更することができます。 

［信託期間］ 

第 5条 この信託期間は、信託契約締結日から、第 54 条第 1項、第 55条第 1項、第 56条第 1項および

第 58 条第 2項の規定による信託終了日または信託契約解約の日までとします。 

［受益証券の取得申込みの勧誘の種類］ 

第 6条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、証券取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場

合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項に定める公募により行われます。

［当初の受益者］ 

第 7 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者

とし、第 8 条による分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属しま

す。 

［受益権の分割および再分割］ 

第 8 条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については 513,740,000 口に、追加信託によって生じた

受益権については、これを追加信託のつど第 9 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割し

ます。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 

［追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法］ 

第 9条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数

を乗じた額とします。 

② この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第

32 条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時

価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」と

いいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外

国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいま

す。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相

場の仲値によって計算します。 

③ 第 34 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相

場の仲値によるものとします。 

［信託日時の異なる受益権の内容］ 

第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

［受益証券の発行］ 

第 11 条 委託者は、第 8 条の規定により分割された受益権を表示する収益分配金交付票付の無記名式の

受益証券を発行します。ただし、第 14 条第 2項の規定により発行する受益証券は、収益分配金

交付票が付かないものとします。 

［受益証券の発行についての受託者の認証］ 

第 12 条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの投資信

託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。 

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行

います。 

［受益証券の申込単位および価額］ 

第 13 条 委託者の指定する証券会社（証券取引法第 2 条第 9 項に規定する証券会社をいい、外国証券業

追加型証券投資信託 
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約款 
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者に関する法律第 2 条第 2 号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。）および登録金

融機関(証券取引法第 65条の 2第 3項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第

11 条の規定により発行された受益証券を、その取得申込者に対し、1 万口以上 1 万口単位をも

って取得申込に応じることができるものとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資約款

にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に限り、1口の

整数倍をもって取得申込に応ずることができるものとします。 なお、取得申込日が香港の証券

取引所の休場日に当たる場合には、受益証券の取得申込には応じないものとします。ただし、

第 50 条第 2項に規定する収益分配金の再投資にかかる場合を除きます。 

② 受益証券の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、第 3 項に定める手数料および当

該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を

加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込に係る受益証券の価額は、1

口につき 1 円に、第 3 項に規定する手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を

加算した価額とします。   

③ 前項の手数料の額は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関がそれぞれ独自に定める

ものとします。 

④ 第 2 項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合

の販売価額は、第 45条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 

⑤ 前各項の規定にかかわらず、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的

な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合、または証券取引所における取引の停止、

外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、受益証券

の取得申込の受付を停止することおよび既に受け付けた取得申込を取り消すことができます。

［受益証券の種類］ 

第 14 条 委託者の発行する受益証券は、１万口券、５万口券、10 万口券、50 万口券、100 万口券、500

万口券、1,000万口券および 5,000万口券の 8種類とします。 

② 委託者の指定する証券会社および登録金融機関と受益証券取得申込者との間に結ばれた別に定

める契約および保護預り契約に基づいて当該証券会社および登録金融機関が保管する受益証券

の種類は、前項に定めるもののほか、１口の整数倍の口数を表示した受益証券とすることがで

きます。 

［受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続］ 

第 15条 委託者は、受益者が委託者の定める手続きによって請求したときは無記名式の受益証券と引き

換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引き換えに無記名式の受益証券を交付

します。 

② 記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続きによって名義書換を委託者に請求するこ

とができます。 

③ 前項の規定による名義書換の手続は、第 45 条に規定する毎計算期間の末日の翌日から 15 日間

停止します。 

［記名式の受益証券譲渡の対抗要件］ 

第 16条 記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によらなければ、委託者および受託者

に対抗することができません。 

［無記名式の受益証券の再交付］ 

第 17 条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を添え、

委託者の定める手続きにより再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。

［記名式の受益証券の再交付］ 

第 18 条 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続きにより再交付を請求

したときは、記名式の受益証券を再交付します。 

［受益証券を毀損した場合等の再交付］ 

第 19条 委託者は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託者の定める手続き

により再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいとき

は、前 2 条の規定を準用します。 

［受益証券の再交付の費用］ 

第 20 条   委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。

［投資の対象とする資産の種類］ 

第 21 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

（1） 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条

第 1項で定めるものをいいます。以下同じ。） 

1． 有価証券 

2． 有価証券指数等先物取引に係る権利 

3． 有価証券オプション取引に係る権利 

4． 外国市場証券先物取引に係る権利 

5． 有価証券店頭指数等先渡取引に係る権利 
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6． 有価証券店頭オプション取引に係る権利 

7． 有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利 

8． 金銭債権（1、9および 11 に掲げるものを除く。） 

9． 約束手形（証券取引法第 2条第 1項第 8号に掲げるものを除く。） 

10． 金融先物取引等に係る権利 

11． 金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将

来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受

を約する取引またはこれに類似する取引として、投資信託及び投資法人に関する法律施

行規則で定めるものに係る権利のうち、次に掲げるもの 

i) 金利先渡取引に係る権利 

ii) 為替先渡取引に係る権利 

iii) 直物為替先渡取引に係る権利 

iv) 店頭金融先物取引に係る権利 

v) 為替及び金利に係るスワップ取引に係る権利 

vi) 為替及び金利に係るオプション取引に係る権利 

12． 金銭を信託する信託の受益権のうち、有価証券の性質を有しないもの 

 （2）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産 

1． 外国有価証券市場において行なわれる有価証券先物取引と類似の取引に係る権利 

2． 為替手形 

3． 抵当証券  

［運用の指図範囲等］ 

第 22 条 委託者は、信託金を、主として、ＨＳＢＣ投信株式会社を委託者とし、三井アセット信託銀行

株式会社を受託者として締結された親投資信託であるＨＳＢＣ チャイナ マザーファンド（以

下「マザーファンド」といいます。）の受益証券および次の有価証券に投資することを指図し

ます。 

1． 株券または新株引受権証書 

2． 国債証券 

3. 地方債証券 

4. 特別の法律により法人の発行する債券 

5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新

株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

6. 特定目的会社にかかる特定社債券（証券取引法第 2 条第 1 項第 3 号の２で定めるものをい

います。） 

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 5 号で

定めるものをいいます。） 

8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書（証券取引

法第 2条第 1項第 5号の２で定めるものをいいます。） 

9. 特定目的会社にかかる優先出資証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 5 号の３で定めるものを

いいます。） 

10. コマーシャル・ペーパー 

11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）

および新株予約権証券 

12. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す

るもの 

13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものを

いいます。） 

14. 投資証券または外国投資証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号の２で定めるものをいいま

す。） 

15. 外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第 2条第 1項第 10 号で定めるものをいいます。 

16. オプションを表示する証券または証書（証券取引法第 2条第 1項第 10 号の２で定めるもの

をいいます。） 

17. 預託証書（証券取引法第 2条第 1項第 10 号の３で定めるものをいいます。） 

18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19. 貸付債権信託受益権（証券取引法第 2条第 2項第 1号で定めるものをいいます。） 

20. 外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

なお、第 1 号の証券または証書、第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第 1 号の証

券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第 2 号から第 6 号までの証券および

第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第 2 号から第 6 号までの証券の性質を有する

ものを以下「公社債」といい、第 13 号の証券および第 14 号の証券を以下「投資信託証券」と

いいます。 
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② 委託者は、信託金を前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを

指図することができます。 

1. 預金 

2. 指定金銭信託 

3. コール・ローン 

4. 手形割引市場において売買される手形 

5. 抵当証券 

③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委

託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第 1 号から第 4 号までに掲げ

る金融商品により運用することの指図ができます。 

④ 委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価

総額とマザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総

額のうち、投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100

分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑤ 委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）の

時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財

産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えること

となる投資の指図をしません。 

⑥ 前 2 項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファン

ドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時

価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

［運用の基本方針］ 

第 23 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図

を行います。 

［投資する株式等の範囲］ 

第 24 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所

に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引され

ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により

取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権

証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投

資することを指図することができるものとします。 

［同一銘柄の株式等への投資制限］ 

第 25条 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンド

の投資信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなし

た額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図を

行いません。 

② 委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約

権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券お

よび新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資

信託財産の純資産総額の 100 分の 5を超えることとなる投資の指図を行いません。 

③ 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社

債のうち商法第 341 条ノ３第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがあるものの時価総額とマザーフ

ァンドの投資信託財産に属する当該転換社債ならびに新株予約権付社債のうち商法第 341 条ノ

３第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがあるものの時価総額のうち投資信託財産に属するとみな

した額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図

を行いません。 

④ 前各項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファン

ドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時

価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

［信用取引の指図範囲］ 

第 26条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの

指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しに

より行うことの指図をすることができるものとします。 

② 前項の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に

属する当該売付に係る建玉のうち投資信託財産に属するとみなした額（投資信託財産に属する

マザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該売付に

係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額が、投資信託財産の純資

産総額の範囲内とします。 

③ 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る建玉の時価総額が投資信託財産の
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純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付

の一部を決済するための指図をするものとします。 

［先物取引等の運用指図・目的］ 

第 27 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有

価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引（証券インデックス・

オプション取引を含みます。）ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行う

ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとしま

す。（以下同じ。） 

② 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における

通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引お

よびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 

③ 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における

金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の

取引を行うことの指図をすることができます。 

［スワップ取引の運用指図・目的］ 

第 28 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった

受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことの

指図をすることができます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 5 条に定める信託期

間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ

いてはこの限りではありません。 

③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価

するものとします。 

④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担

保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

［金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図］ 

第 29条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替

先渡取引を行うことの指図をすることができます。 

② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第 5

条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約

が可能なものについてはこの限りではありません。 

③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに

算出した価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要

と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

［有価証券の貸付の指図および範囲］ 

第 30 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社

債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。 

1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株

式の時価合計額を超えないものとします。 

2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で

保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 

② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に

相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと

します。 

［公社債の空売り］ 

第 31 条 委託者は、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない公社債を売付けることの

指図をすることができないものとします。 

［公社債の借入れ］ 

第 32 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで

きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の

提供の指図を行うものとします。 

② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし

ます。 

③ 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財

産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する

借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 

④ 第 1項の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。 

［特別の場合の外貨建有価証券への投資制限］ 
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第 33 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ

る場合には、制約されることがあります。 

［外国為替予約の指図および範囲］ 

第 34 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす

ることができます。 

② 前項の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差

額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資

信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産のうち投資

信託財産に属するとみなした額（投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーフ

ァンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をい

います。）を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につい

ては、この限りではありません。 

③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当

する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。 

［保管業務の委任］ 

第 35条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その

業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任する

ことができます。 

② 保管費用は、受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。 

［有価証券の保管］ 

第 36条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管

させることができます。 

［混蔵寄託］  

第 37 条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する

取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、

当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の

名義で混蔵寄託できるものとします。 

［一括登録］  

第 38 条 削除 

［投資信託財産の表示および記載の省略］ 

第 39条 投資信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、

信託の表示および記載をしません。 

［一部解約の請求および有価証券の売却等の指図］ 

第 40 条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求

および投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 

［再投資の指図］ 

第 41 条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清

算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの

指図ができます。 

［資金の借入れ］ 

第 42 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支

払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を

目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ（コ

ール市場を通じる場合も含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもっ

て有価証券等の運用は行わないものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当にかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資

信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始

日から投資信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代

金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日

以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金

および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行

う日における投資信託財産の純資産総額の 10％を超えないこととします。 

③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ

の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④ 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。 

［損益の帰属］ 

第 43 条 委託者の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属

します。 

［受託者による資金の立替え］ 

第 44 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替え、転換、新株発行または株式割当がある場合
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で、委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 

② 投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、

株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあ

るときは、受託者がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。 

③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこ

れを定めます。 

［信託の計算期間］ 

第 45条 この信託の計算期間は、毎年 1月 31日から翌年 1月 30日までとすることを原則とします。 

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といい

ます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計

算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 5 条に定める信託期

間の終了日とします。 

［投資信託財産に関する報告］ 

第 46条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委

託者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これ

を委託者に提出します。 

［信託事務の諸費用等］ 

第 47 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立

替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 

② 前項の諸費用に加え、以下の諸費用は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁すること

ができます。 

1. 受益証券の管理事務に関連する費用（券面の作成、印刷および交付に係る費用を含みます）

2. 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用 

3. 目論見書および要約（仮）目論見書の作成、印刷および交付に係る費用 

4. 信託約款の作成、印刷および届出に係る費用 

5. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用 

6. この信託の受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契

約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用 

7. この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 

③ 委託者は、前項の諸費用の支払を投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産

から受けることができます。この場合、委託者は、現に投資信託財産のために支払った金額の

支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は

実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積も

った上で、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を

受けることもできます。 

④ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、投資信託財産の

規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算

された範囲内で変更することができます。 

⑤ 第 3項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、第 45条に

規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産に計上されます。 

かかる諸費用は、毎計算期間の最初の６ｹ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき当該

消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支弁します。 

⑥ 第 1 項に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用

のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託者の合理的判断によりこの信託に関連して生

じたと認めるものを含みます。 

［信託報酬等の額］ 

第 48 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 45条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託

財産の純資産総額に年 10,000 分の 180 の率を乗じて得た額とします。 

② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のと

き投資信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 

③ 第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中か

ら支弁します。 

④ 委託者は、主要投資対象とするマザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けたもの

が受ける報酬を第 1 項に基づいて委託者が受ける報酬から、毎計算期間の最初の 6 ヶ月終了日

および毎計算期末、または信託終了のとき支弁するものとし、その報酬額は、投資信託財産の

純資産総額に年 10,000 分の 30 の率を乗じて得た金額とします。 

［収益の分配方式］ 

第 49条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

1. 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除
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した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に

係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。

なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることが

できます。 

2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信

託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあると

きは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、

次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 

② 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 

［収益分配金、償還金および一部解約金の支払い］ 

第 50 条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から収益分配金交付票

と引換えに受益者に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対して

は、委託者は原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を委託者の指定する証

券会社および登録金融機関に交付します。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金

融機関は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益証

券の販売を行います。 

③ 償還金（信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。

以下同じ。）は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに受益

者に支払います。 

④ 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として 5 営業日目から受益証券

と引き換えに受益者に支払います。 

⑤ 前各項（第 2 項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、

委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において行うものとします。 

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託

時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。 

⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎

の信託時の受益証券の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により

加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「各受益者毎

の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額をい

い、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

⑧ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、第 1 項の場合

には収益分配交付票に、第 3 項および第 4 項の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺する

ものとします。 

⑨ 委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分

配金および償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっ

ても、そのために生じた損害については、その責を負わないものとします。 

［収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責］ 

第 51 条 受託者は、収益分配金については前条第 1 項に規定する支払開始日の前日までおよび前条第 2

項に規定する交付開始日までに、償還金については前条第 3 項に規定する支払開始日の前日ま

でに、一部解約金については前条第 4 項に規定する支払日までに、その全額を委託者に交付し

ます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、

受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

［収益分配金および償還金の時効］ 

第 52 条 受益者が、収益分配金については第 50 条第 1項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを

請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第 50 条第 3項に規定する支払開始

日から 10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受

けた金銭は、委託者に帰属します。 

［信託の一部解約］ 

第 53 条 受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に 1万口単位(別に定める契約に係る受益証券

については 1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。 

② 前項の場合の一部解約の実行の請求日が香港の証券取引所の休場日にあたる場合には、一部解

約の実行の請求の受付は行いません。 

③ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約し

ます。 

④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。 

⑤ 受益者が第 1 項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する証券会社および登録

金融機関に対し、受益証券をもって行うものとします。 

⑥ 委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ
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るときは、第 1項による一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。 

⑦ 前項より一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に

行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の

請求を撤回しない場合には、当該証券の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最

初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、第 4 項の規定に準じて

計算された価額とします。 

［信託契約の解約］ 

第 54 条 委託者は、第 5 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の

口数が 10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため

有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、

この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あ

らかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を

記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託

契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述

べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え

るときは、第 1項の信託契約の解約をしません。 

⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公

告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、

すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

⑥ 第 3 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて

いる場合であって、第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこ

とが困難な場合には適用しません。 

［信託契約に関する監督官庁の命令］ 

第 55条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信

託契約を解約し信託を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、第 59条の

規定にしたがいます。 

［委託者の認可取消等に伴う取扱い］ 

第 56条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、

委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託

業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は第 59条第 4項に該当する場合を除き、当該投

資信託委託業者と受託者との間において存続します。 

［委託者の営業の譲渡および承継に伴う取扱い］ 

第 57 条 委託者は、営業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する

営業を譲渡することがあります。 

② 委託者は、分割により営業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託

契約に関する営業を承継させることがあります。 

［受託者の辞任に伴う取扱い］ 

第 58 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、

第 59条の規定にしたがい、新受託者を選任します。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま

す。 

［投資信託約款の変更］ 

第 59条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、

受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更

しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう

とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に

係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者

に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述

べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え

るときは、第１項の投資信託約款の変更をしません。 

⑤ 委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由

を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
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し、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

［反対者の買取請求権］ 

第 60 条 第 54条に規定する信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合におい

て、第 54 条第 3項または前条第 3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、

受託者に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産を持って買い取るべき旨を請求するこ

とができます。 

［公告］ 

第 61 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

［投資信託約款に関する疑義の取扱い］ 

第 62 条 この投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めま

す。 

上記条項によりこの信託契約を締結します。 

 

信託契約締結日  平成 14年 1月 31日 

 

 

委託者 東京都中央区日本橋三丁目 11番 1 号 

 ＨＳＢＣビルディング 

 ＨＳＢＣ投信株式会社 

 受託者 東京都中央区日本橋本町三丁目 4番 10 号 

 三井アセット信託銀行株式会社 
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約款第 15 条の規定に基づき委託者の定める運用の基本方針は、次のものとします。 

 

１．基本方針  

  この投資信託は、主に中華人民共和国（以下「中国」といいます。）の証券取引所に上場

している株式に投資することにより、中長期的に投資信託財産の成長を目指した運用を行い

ます。 

 

２．運用方法 

（１）投資対象 

 主として中国の証券取引所に上場している株式を投資対象とします。 

 

（２）投資態度   

① この投資信託は、主として中華人民共和国の証券取引所に上場されている株式、も

しくは同国にある取引所に準ずる市場で取引されている株式、或いは中国経済の発

展と成長に係わる企業及び収益のかなりの部分を中国内の活動から得ている企業

の発行する株式に投資して中長期的に投資信託財産の成長を目指した運用を行い

ます。 

② 上記の証券取引所は、香港、上海、深センの証券取引所をいいます。ただし、その

他の証券取引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式も投資対

象とすることがあります。 

③ 投資一任契約に基づいてＨＳＢＣインベストメンツ（ホンコン）リミテッド（HSBC 

Investments (Hong Kong) Limited）に運用の指図に関する権限を委託します。 

④ 以下に掲げる有価証券への投資も行います。 

－ 転換社債および新株予約権付社債のうち商法第 341 条ノ３第 1 項第 7 号および

第 8号の定めがあるもの 

－ 優先株 

－ 投資信託証券 

－ 新株引受権証券および新株予約権証券  

⑤ 株式の組入比率は、原則として高位に維持します。  

⑥ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 

⑦ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有

価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る

先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ

ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取

引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、

金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引（以下「有価証

券先物取引等」といいます。）を行なうことができます。また、投資信託財産に属

する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異

なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取

親投資信託 

ＨＳＢＣチャイナマザーファンド 

－運用の基本方針－ 



 

2

引」といいます。）を行なうことができます。 

⑧ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替

先渡取引を行うことができます。 

 

（３）投資制限 

① 株式への投資には制限を設けません。 

② 外貨建資産への投資には制限を設けません。 

③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の

純資産総額の 20％以下とします。 

④ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10％以下

とします。 

⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資

信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

⑥ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

⑦ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち商法第 341 条ノ３第 1項第 7号

および第 8号の定めがあるものへの投資は、取得時において投資信託財産の純資産

総額の 10％以下とします。 

⑧ 公社債の空売りは行わないものとします。 

⑨ 有価証券先物取引等は約款第 20条の範囲内で行います。 

⑩ スワップ取引は約款第 21 条の範囲内で行います。 

⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引は約款第 22 条の範囲内で行います。 

 

  

 

 



 

3

 

 

 

 

 
［信託の種類、委託者および受託者］ 

第 1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で

あり、ＨＳＢＣ投信株式会社を委託者とし、三井アセット信託銀行株式会社を受託者とします。

［信託事務の委託］ 

第 2条 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1条第 1

項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託す

ることができます。 

［信託の目的および金額］ 

第 3条 委託者は、金 513,740,000 円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は

これを引き受けます。 

［信託金の限度額］ 

第 4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 2,000 億円を限度として信託金を追加することができます。

② 追加信託が行なわれたときは、受託者は、その引受を証する書面を委託者に交付します。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1項の限度額を変更することができます。 

［信託期間］ 

第 5条 この信託期間は、信託契約締結日から第 46 条第 1項から第 2項、第 47 条第 1項、第 48 条第 1項

および第 50 条第 2項の規定による信託終了の日または信託契約解約の日までとします。 

［受益証券の取得申込みの勧誘の方法］ 

第 6条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第

14 項で定める適格機関投資家私募により行われます。 

［受益者］ 

第 7条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とするＨＳＢＣ投信株式

会社の証券投資信託の受託者である信託業務を営む銀行とします。 

［受益権の分割および再分割］ 

第 8条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については 513,740,000 口に、追加信託によって生じた受

益権については、これを追加信託のつど第 9条第 1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 

［追加信託金の計算方法］ 

第 9条 追加信託金は、追加信託を行なう日の追加信託または信託契約の一部解約（以下「一部解約」と

いいます。）の処理を行なう前の投資信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券および第

25 条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価

評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といい

ます。）を、追加信託または一部解約を行なう前の受益権口数で除した金額に、当該追加信託に

係る受益権の口数を乗じた額とします。 

② 投資信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいま

す。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国

における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 

③ 第 27 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場

の仲値によるものとします。 

［信託日時の異なる受益権の内容］ 

第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

［受益証券の発行］ 

第 11 条 委託者は、第 8条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。 

② 委託者の発行する受益証券は、１口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。 

③ 受益者は、当該受益証券を他に譲渡することはできません。 

［受益証券の発行についての受託者の認証］ 

第 12 条 委託者は、前条第 1 項の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの投

資信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。 

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行い

ます。 

［投資の対象とする資産の種類］ 

親投資信託 
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第 13 条  この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

(1）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項

で定めるものをいいます。以下、同じ） 

1． 有価証券 

2． 有価証券指数等先物取引に係る権利 

3． 有価証券オプション取引に係る権利 

4． 外国市場証券先物取引に係る権利 

5． 有価証券店頭指数等先渡取引に係る権利 

6． 有価証券店頭オプション取引に係る権利 

7． 有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利 

8． 金銭債権（1、9および 11 に掲げるものを除く。） 

9． 約束手形（証券取引法第 2条第 1項第 8号に掲げるものを除く。） 

10． 金融先物取引等に係る権利 

11． 金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来

の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約

する取引またはこれに類似する取引として、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則

で定めるものに係る権利のうち、次に掲げるもの 

i) 金利先渡取引に係る権利 

ii) 為替先渡取引に係る権利 

iii) 直物為替先渡取引に係る権利 

iv) 店頭金融先物取引に係る権利 

v) 為替及び金利に係るスワップ取引に係る権利 

vi) 為替及び金利に係るオプション取引に係る権利 

12． 金銭を信託する信託の受益権のうち、有価証券の性質を有しないもの 

（2）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産 

1． 外国有価証券市場において行なわれる有価証券先物取引と類似の取引に係る権利 

2． 為替手形 

3． 抵当証券 

［運用の指図範囲等］ 

第 14 条 委託者（第 16 条に規定する委託者から委託を受けた者を含みます。以下、第 15 条、第 17 条から

第 25 条まで、第 27 条および第 33 条から第 35 条までについて同じ。）は、信託金を、主として

次の有価証券に投資することを指図します。 

1. 株券または新株引受権証書 

2. 国債証券 

3. 地方債証券 

4. 特別の法律により法人の発行する債券 

5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新

株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

6. 特定目的会社に係る特定社債券（証券取引法第 2条第１項第 3号の 2で定めるものをいい

ます。） 

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（証券取引法第 2条第１項第 5号で

定めるものをいいます。） 

8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書（証券取引法

第 2条第 1項第 5号の 2で定めるものをいいます。） 

9. 特定目的会社に係る優先出資証券（証券取引法第 2条第 1項第 5号の 3で定めるものをい

います。） 

10. コマーシャル・ぺーパー 

11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）

および新株予約権証券 

12. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す

るもの 

13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（証券取引法第 2条第 1項第 7号で定めるものを

いいます。） 

14. 投資証券または外国投資証券（証券取引法第 2条第１項第 7号の 2で定めるものをいいま

す。） 

15. 外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第 2条第 1項第 10号で定めるものをいいます。）

16. オプションを表示する証券または証書（証券取引法第 2 条第１項第 10 号の 2 で定めるも

のをいいます。） 

17. 預託証書（証券取引法第 2条第 1項第 10号の 3で定めるものをいいます。） 
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18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19. 貸付債権信託受益権（証券取引法第 2条第 2項第 1号で定めるものをいいます。） 

20. 外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

なお、第 1号の証券または証書、第 12号および第 17号の証券または証書のうち第 1 号の証券ま

たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第 2号から第 6号までの証券ならびに第 12

号および第17号の証券または証書のうち第 2号から第 6号までの証券の性質を有するものを以下

「公社債」といい、第 13号の証券および第 14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

② 委託者は、信託金を前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指

図することができます。 

1. 預金 

2. 指定金銭信託 

3. コール・ローン 

4. 手形割引市場において売買される手形 

5. 抵当証券 

③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託

者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前項第 1 号から第 4 号までに掲げる金融

商品により運用することの指図ができます。 

④ 委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の 100

分の 5を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑤ 委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総

額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。 

［運用の基本方針］ 

第 15 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を

行います。 

［運用の権限委託］ 

第 16 条 委託者は、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。 

   ＨＳＢＣインベストメンツ（ホンコン）リミテッド 

  （HSBC Investments (Hong Kong) Limited） 

  HSBC Main Building, 1 Queen’s Road Central, Hong Kong 

② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、この信託の受益証券を主要投資対象とする証券投資信託

の委託者が、当該証券投資信託に係る信託報酬のうち当該委託者が受ける報酬より、毎計算期間

の最初の 6 ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のとき支弁するものとし、その報酬額は、当

該信託の投資信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 30 の率を乗じて得た額とします。 

③ 第１項の規定にかかわらず、第１項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に

違反した場合、投資信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託者は、運用の指図

に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。 

［投資する株式等の範囲］ 

第 17 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に

上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されてい

る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す

る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証

券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す

ることを指図することができるものとします。 

［同一銘柄の株式等への投資制限］ 

第 18 条 委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、投資信託財産

の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図を行いません。 

② 委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権

証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図を行

いません。 

③ 委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社

債のうち商法第 341 条ノ３第 1 項第 7号および第 8 号の定めがあるものの時価総額が、投資信託

財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。 

［信用取引の指図範囲］ 

第 19 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指

図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより

行なうことの指図をすることができるものとします。 

② 前項の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内

とします。 
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③ 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付に係る建玉の時価総額が投資信託財産の純

資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一

部を決済するための指図をするものとします。 

［先物取引等の運用指図・目的］ 

第 20 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価

証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引（証券インデックス・オ

プション取引を含みます。）ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ

との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。

（以下同じ。） 

② 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨

に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引およびオ

プション取引を行なうことの指図をすることができます。 

③ 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる金利

に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を

行なうことの指図をすることができます。 

［スワップ取引の運用指図・目的］ 

第 21 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受

取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行なうことの指

図をすることができます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 5 条に定める信託期間

を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて

はこの限りではありません。 

③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す

るものとします。 

④ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担

保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。 

［金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図］ 

第 22 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先

渡取引を行なうことの指図をすることができます。 

② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が 

原則として第 5 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間

内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 

③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算

出した価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要

と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。 

［有価証券の貸付の指図および範囲］ 

第 23 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債

を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。 

1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式

の時価合計額を超えないものとします。 

2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保

有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 

② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相

当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと

します。 

［公社債の空売り］ 

第 24 条 委託者は、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない公社債を売付けることの指

図をすることができないものとします。 

［公社債の借入れ］ 

第 25 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ

ます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提

供の指図を行なうものとします。 

② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内としま

す。 

③ 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産

の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入

れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 



 

7

④ 第 1 項の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。 

［特別の場合の外貨建有価証券への投資制限］ 

第 26 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる

場合には、制約されることがあります。 

［外国為替予約の指図および範囲］ 

第 27 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする

ことができます。 

② 前項の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額

につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託

財産に属する外貨建資産について、為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図に

ついては、この限りではありません。 

③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当す

る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。  

［保管業務の委任］ 

第 28 条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業

務を行なうに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任するこ

とができます。 

② 保管費用は、受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。 

［有価証券の保管］ 

第 29 条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管さ

せることができます。 

［混蔵寄託］ 

第 30 条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取

引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当

該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義

で混蔵寄託できるものとします。 

［一括登録］ 

第 31 条 削除 

［投資信託財産の表示および記載の省略］ 

第 32 条 投資信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信

託の表示および記載をしません。 

［有価証券の売却等の指図］ 

第 33 条 委託者は、投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 

［再投資の指図］ 

第 34 条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券

等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 

［損益の帰属］ 

第 35 条 委託者の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属し

ます。 

［受託者による資金の立替え］ 

第 36 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替え、転換、新株発行または株式割当がある場合で、

委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 

② 投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、

株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがある

ときは、受託者がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。 

③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれ

を定めます。 

［信託の計算期間］ 

第 37 条 この信託の計算期間は、毎年 1月 31 日から翌年 1月 30 日までとすることを原則とします。 

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま

す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期

間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 5 条に定める信託期間の終

了日とします。 

［投資信託財産に関する報告］ 

第 38 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託

者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを

委託者に提出します。 

［信託事務の諸費用］ 
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第 39 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利

息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 

［信託報酬］ 

第 40 条 委託者および受託者は、この信託契約に関して信託報酬を収受しません。 

［利益の留保］ 

第 41 条 投資信託財産から生じる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、収益の分配は行いま

せん。 

［追加信託金および一部解約金の計理処理］ 

第 42 条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託に

あっては追加信託差金、信託の一部解約にあっては解約差金として処理します。 

［償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責］ 

第 43 条 受託者は、信託が終了したときは、償還金（信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受

益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）の全額を委託者に交付します。 

② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、そ

の責に任じません。 

［償還金の支払時期］ 

第 44 条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引換えに当該償還金を受益者に支払

います。 

［一部解約］ 

第 45 条 委託者は、受益者の請求があった場合は、信託の一部を解約します。 

② 解約金は、一部解約を行なう日の一部解約または追加信託の処理を行なう前の投資信託財産の純

資産総額を、一部解約または追加信託を行なう前の受益権総口数で除した金額に、当該一部解約

に係る受益権の口数を乗じた額とします。 

［信託契約の解約］ 

第 46 条 委託者は、第 5 条の規定による信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利で

あると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託

契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、

解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、この信託の受益証券を投資対象とする全ての証券投資信託がその信託を終了させるこ

ととなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、

あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

③ 委託者は、前 2 項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を

記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契

約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 

④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述

べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える

ときは、第 1項の信託契約の解約をしません。 

⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告

し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべ

ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 

⑦ 第 4 項から前項までの規定は、第 2 項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用し

ません。 

［信託契約に関する監督官庁の命令］ 

第 47 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託

契約を解約し信託を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、第 51 条の規

定にしたがいます。 

［委託者の認可取消等に伴う取扱い］ 

第 48 条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委

託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業

者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 51 条第 4項に該当する場合を除き、当該投資

信託委託業者と受託者の間において存続します。 

［委託者の営業譲渡および承継に伴う取扱い］ 

第 49 条 委託者は、営業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する営

業を譲渡することがあります。 

② 委託者は、分割により営業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契

約に関する営業を承継させることがあります。 
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［受託者の辞任に伴う取扱い］ 

第 50 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者が辞任したときは、

委託者は第 51 条の規定に従い新受託者を選任します。 

② 受託者が辞任した後、委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、

信託を終了させます。 

［投資信託約款の変更］ 

第 51 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、

受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更し

ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようと

する旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る

知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対し

て書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べ

る旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える

ときは、第 1項の投資信託約款の変更を行ないません。 

⑤ 委託者は、当該投資信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公

告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全

ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 

［反対者の買取請求権］ 

第 52 条 第46条に規定する信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行なう場合におい

て、第 46 条第 4項または前条第 3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受

託者に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することが

できます。 

［利益相反のおそれがある場合の受益者への書面交付］ 

第 53 条 委託者は、投資信託及び投資信託法人に関する法律第 28 条第 1項に定める書面を交付しません。

［運用報告書］ 

第 54 条 委託者は、投資信託及び投資信託法人に関する法律第 33 条に定める運用報告書を交付しません。

［公告］  

第 55 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

［投資信託約款に関する疑義の取扱い］ 

第 56 条 この投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

 

上記条項によりこの信託契約を締結します。 

 

 

信託契約締結日  平成 14年 1月 31 日 

 

委託者 東京都中央区日本橋三丁目 11番 1号 

ＨＳＢＣビルディング 

ＨＳＢＣ投信株式会社 

受託者 東京都中央区日本橋本町三丁目 4番 10号 

三井アセット信託銀行株式会社 
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ＨＳＢＣチャイナオープン 
 

追加型株式投資信託／国際株式型（アジア・オセアニア型）／自動けいぞく投資可能 
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ＨＳＢＣ投信株式会社 

※本書は、証券取引法第 13条第 2項第 2号に定める内容を記載した目論見書（「請求目論見書」）です。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. この請求目論見書により行なうＨＳＢＣ チャイナ オープンの受益証券の募

集については、委託会社は、証券取引法（昭和 23年法第 25号）第 5条の規定

により有価証券届出書を平成 17 年 4 月 22 日に関東財務局長に提出しており、

その届出の効力は平成 17年 4月 23 日に生じております。また、同法第７条の

規定に基づき、有価証券届出書の訂正届出書を平成 17 年 10 月 28 日に関東財

務局長に提出しております。 

2. ＨＳＢＣ チャイナ オープンの受益証券の価額は、同ファンドに組入れられて

いる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運

用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。従って、当ファンドは元本

が保証されているものではありません。 

【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】 

1. 当ファンドは主として株式などの値動きのある証券に投資するため、組入れ証券の価格の変

動に伴うリスクがあります。また、為替変動に伴うリスクもあります。従って、当ファンド

の運用成果（基準価額）は運用の実績により変動し、投資した資産の減少を含むリスクは当

ファンドの受益者に帰属します。 

2. 当ファンドは預金保険の対象ではなく、元本の保証や一定の成果を約束するものではありま

せん。 



 

 

 

ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

請 求 目 論 見 書 
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ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

請 求 目 論 見 書 

 

【ファンドの詳細情報】 
 

 

第１【ファンドの沿革】 
 

平成14年1月31日    信託契約締結、ファンドの設定およびファンドの運用開始 

平成14年1月31日    ファンドの（継続）募集開始 

 

第２【手続等】 
 

１【申込（販売）手続等】 

１）受益証券の取得申込は、原則として、申込期間中の販売会社の各営業日の営業時間内に、

販売会社にて行われます。取得申込の受付は、営業日の午後3時（年末年始など本邦証券

取引所が半休日の場合は午前11時）までに取得申込が行われ、かつ、当該取得申込の受付

に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱い、当該

受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、取得申込日が香港の証券取

引所の休場日にあたる場合には、取得申込の受付は行いません。また、証券取引所におけ

る取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態

（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規則の導入、自然災害、クーデター、重

大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金

の受渡しに関する障害等）が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合に

は、委託会社の判断により、取得申込の受付の中止、すでに受付けた取得申込の取消しま

たはその両方を行うことができます。 

２）分配金の受取方法により、申込みには、収益の分配時に分配金を受け取るコース（「一般

コース」）と、分配金が税引き後、無手数料で再投資されるコース（「自動けいぞく投資

コース」）の２つのコースがあります。ただし、申込取扱場所によっては、どちらか一方

のみの取扱いとなる場合があります。なお、分配金の受取方法は途中で変更することはで

きません。原則として、「一般コース」は 1 万口以上 1 万口単位、「自動けいぞく投資

コース」は 1万円以上１円単位で購入することができます（取扱コースおよび申込単位は

販売会社によって異なります。詳細につきましては、各販売会社または委託会社へお問い

合わせください。）。 

３）「一般コース」を選択した場合には、お申込代金（販売価額）は、申込金額（取得申込受

付日の翌営業日の基準価額×取得申込の口数）に、申込手数料ならびに当該手数料に係る

消費税等相当額を加算した金額とします。「自動けいぞく投資コース」を選択した場合に

は、申込手数料ならびに当該手数料に係る消費税等相当額は、お申込（販売）代金から差

引かせていただきます。申込手数料率は、3.15％（税抜 3.00％）を上限として販売会社

が個別に定めるものとします。なお、上記にかかわらず、受益者が自動けいぞく投資契約

に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1 口の整数倍をもって取得の申込に応ずるこ

とができ、そのお申込代金（販売価額）は、ファンドの各計算期間終了日の基準価額とし

ます。 
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ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

請 求 目 論 見 書 

２【換金（解約）手続等】 

信託契約の一部解約請求 

信託期間中の換金は、原則としていつでも可能です。ただし、一部解約の実行の請求日が香

港の証券取引所の休場日にあたる場合には、一部解約の実行の請求は受付けません。換金の

方法は、信託契約の一部解約の実行の請求となります。受益者は、自己の有する受益証券に

つき、委託会社に、原則として、1 万口単位（別に定める契約に係る受益証券については 1

口単位）をもって一部解約の実行を請求することができます。一部解約の実行の請求受付は、

販売会社の営業日の午後 3 時（年末年始のような本邦証券取引所が半休日の場合は午前 11

時）までに一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該請求の受付に係る販売会社所定の事

務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱い、当該受付時間を過ぎた場合は翌

営業日の受付となります。 

 

委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、このファンドの信託契約の一部を

解約します。一部解約の価額は、一部解約の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。受

益者の受取金額は、基準価額に一部解約口数を乗じて得た金額から基準価額が個別元本※1 を

超えている場合には、その超過額に一部解約口数を乗じて得た額に対する所得税および地方

税額を差引いた金額※2 となります。当該金額は請求を受付けた日から起算して、原則として

5営業日目から販売会社の各営業所等において受益者に支払います。 

※1「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益証券の価額等（申込手数料および当該申込手

数料に係る消費税等相当額は含まれません。）をいいます。 

※2 源泉税率は、個人の受益者については 10％（所得税 7％および地方税 3％）、法人の受益

者については、7％（所得税 7％）となります。なお、平成 20 年 4 月 1 日以降は、個人の

受益者については 20％（所得税 15％および地方税 5％）、法人の受益者については 15％

(所得税 15％)となることが予定されております。 

また、上記の税率は、平成 17 年 9 月末現在のものであり、税法等の改正により変更になる

ことがあります。 

 

一部解約にあたり手数料はかかりません。      

解約価額は毎営業日に計算され、販売会社または下記の委託会社への問い合わせが可能です。 

ＨＳＢＣ投信株式会社 

電話番号：03-5203-3980 

（受付時間：委託会社の毎営業日の午前 9時～午後 5時、 

半日営業日は午前 9時～正午まで） 

 

委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情

（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、

自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極

端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能と

なった場合、基準価額の計算が不能となった場合等）が発生したときは、一部解約の実行の請

求の受付を中止することができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受

益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益

者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該証券の一部解約の価額は当該受付

中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行を受付けたものとして上記の規

定に準じて計算された価額とします。 
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第３【管理及び運営】 
 

１【資産管理等の概要】 

(1)【資産の評価】 

１）基準価額の計算方法 

基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券

を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信

託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、

計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 

基準価額の計算にあたり、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証

券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、

原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。なお、

予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による

ものとします。 

基準価額は委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社で入手でき

ます。また、基準価額は翌日の日本経済新聞朝刊にも「チャイナ」の略称で掲載されます。

なお、基準価額は1万口単位で表示されたものが公表されます。 

基準価額に関しては、販売会社または下記の委託会社へお問い合わせください。 

ＨＳＢＣ投信株式会社 

電話番号：03-5203-3980 

（受付時間：委託会社の毎営業日の午前9時～午後5時、 

半日営業日は午前9時～正午まで） 

(2)【保管】 

受益者は、自動けいぞく投資契約または保護預り契約に基づいて、受益証券を販売会社に保

管（保護預り）させることができます。 

保護預りの場合、受益証券は混蔵保管されます。保護預りを行わない場合、受益証券は、受

益者の責任において受益者により保管されます。盗難や紛失等の事故を防ぐため、保護預り

のご利用をお勧めします。なお、「自動けいぞく投資コース」をご利用の場合は、受益証券

は保護預りとさせていただきます。 

委託会社は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続きによって公

示催告による除権判決の謄本を添え再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付

し、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続きにより再交付を請求し

たときは、記名式の受益証券を再交付します。 

また、受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託会社の定める手続き

により再交付を請求したときは、委託会社は、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑

別しがたいときは、上記の受益証券の再交付の手続きを準用します。 

受益証券を再交付するときは、委託会社は受益者に対して実費を請求することができます。 

(3)【信託期間】 

ファンドの信託期間は無期限とします。ただし、下記(5)その他 １)信託の終了(a)、(g)、

(h)および(j)の規定に該当する事由が生じた場合には、信託を終了することができます。 

(4)【計算期間】 

原則として、毎年1月31日から翌年1月30日までとします。上記にかかわらず、各計算期間終

了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該

当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 
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なお、上記にかかわらず、最終計算期間の終了日は、下記(5)その他 １）信託の終了(a)、

(g)、(h)および(j)に該当した信託期間の終了日とします。 

(5)【その他】 

１）信託の終了 

次の場合は信託終了日前に信託契約を解約し、当該信託を終了させる場合があります。 

(a) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部解約により受益権の口数が10億口を

下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であ

ると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、

この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会

社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

(b) 委託会社は、前記（a）の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、

かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま

す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則

として、公告を行いません。 

(c) 前記（b）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に

対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし

ます。 

(d) 前記（c）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二

分の一を超えるときは、前記（a）の信託契約の解約をしません。 

(e) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその

理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し

ます。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行

いません。 

(f) 前記（c）から（e）までの規定は、投資投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得な

い事情が生じている場合であって、前記（c）の一定の期間が一月を下らずにその公告

および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 

(g) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、

信託契約を解約し、信託を終了させます。 

(h) 委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した

ときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

(i) 前記（h）にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資

信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記２）の（d）に該当す

る場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社の間において存続します。 

(j) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、

委託会社は、下記２)の投資信託約款の変更に従い、新受託者を選任します。委託会社

が新受託者を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させ

ます。 

２）投資信託約款の変更 

(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生し

たときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、

あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

(b) 委託会社は、前記（a）の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじ

め変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を

この投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託
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約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ

ん。 

(c) 前記（b）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に

対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし

ます。 

(d) 前記（c）の一定期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分

の一を超えるときは、前記（a）の投資信託約款の変更を行いません。 

(e) 委託会社は、当該投資信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およ

びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して

交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告

を行いません。 

(f) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、

前記（a）から（e）までの規定に従います。 

３）公告 

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

４）関係法人との契約の更改に関する手続き等 

委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」（別の名称で同様の

権利義務を規定する契約を含みます。）は、契約期間満了3ヶ月前までに、当事者の別段

の意思表示のない限り、原則として1年毎に自動的に更新されるものとします。また、委

託会社と投資顧問会社との間で締結する「投資一任契約」（別の名称で同様の権利義務を

規定する契約を含みます。）は、当事者の別段の意思表示のない限り、原則として解約す

るまで効力を有するものとします。各々の契約書は当事者間の合意により変更することが

できます。 

５）運用報告書 

委託会社は、ファンドの毎計算期間終了日毎および信託終了のときに運用報告書を作成し、

販売会社を通じて当該投資信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。 

６）反対者の買取請求権 

委託会社が信託契約の解約または投資信託約款の変更を行う場合において、受益者は一定

の期間内に委託会社に対して異議を述べることができます。この場合、異議を述べた受益

者は、受託会社に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産をもって買い取るべき旨

を請求することができます。 

 

２【受益者の権利等】 

当ファンドの受益権は、その取得口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託

の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益権の有する主な権利は以下の

とおりです。なお、投資信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資

産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。 

１）収益分配金に対する請求権 

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分

配金は、毎計算期間の終了日後１ヶ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日（決

算日が休業日の場合は当該決算日の翌営業日）から起算して５営業日目）から収益分配金交

付票と引換えに受益者に支払います（一般コースの場合）。 

収益分配金の支払いは、販売会社の各営業所等において行います。 

受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権



 

 

   

 

6

ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

請 求 目 論 見 書 

利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。 

なお、自動けいぞく投資コースの場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、自動けいぞく

投資契約に基づいて無手数料で再投資されます。 

２）償還金に対する請求権 

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 

償還金は、信託終了日後１ヶ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が

休業日の場合は当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日目）から受益証券と引換えに

受益者に支払います。償還金の支払いは、販売会社の各営業所等において行います。受益者

への支払いについては、委託会社は当該販売会社に対する支払いをもって免責されるものと

します。 

受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないと

きは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属する

ものとします。 

３）一部解約実行請求権 

受益者は、一部解約の実行を投資信託約款の規定および本書の記載に従って請求することが

できます。一部解約金の支払いは、販売会社の各営業所等において行うものとします。受益

者への支払いについては、委託会社は当該販売会社に対する支払いをもって免責されるもの

とします。 

４）反対者の買取請求権 

委託会社が信託契約の解約または投資信託約款の変更を行う場合において、受益者は一定の

期間内に委託会社に対して異議を述べることができます。この場合、異議を述べた受益者は、

受託会社に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求す

ることができます。 

５）帳簿閲覧権 

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類

の閲覧を請求することができます。 
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第４【ファンドの経理状況】 
 

１）当ファンドの財務諸表は、第 2期計算期間（平成 15 年 1 月 31 日から平成 16年 1月 30 日まで）及

び第 3 期計算期間（平成 16 年 1 月 31 日から平成 17 年 1 月 31 日まで）について、「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2

の規定により、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報

告書に関する規則」（平成 12年総理府令第 133号）に基づいて作成しております。 

   なお、財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しております。 

 

２）当ファンドは、証券取引法第 193 条の 2の規定に基づき、第 2期計算期間（平成 15年 1月 31 日か

ら平成 16 年 1 月 30 日まで）及び第 3 期計算期間（平成 16 年 1 月 31 日から平成 17 年 1 月 31 日

まで）の財務諸表について、あずさ監査法人による監査を受けております。 

 

３）当ファンドの中間財務諸表は、第 3 期中間計算期間（平成 16 年 1 月 31 日から平成 16 年 7 月 30

日まで）及び第 4 期中間計算期間（平成 17年 2月 1 日から平成 17年 7月 31 日まで）について、

「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 52 年大蔵省令第 38 号）並び

に同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰

余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づ

いて作成しております。 

なお、中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、円単位で表示しておりま

す。 

 

４）当ファンドは、証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、第 3 期中間計算期間（平成 16 年 1 月 31

日から平成 16 年 7 月 30 日まで）および第 4 期中間計算期間（平成 17 年 2 月 1 日から平成 17 年 

7月 31 日まで）の中間財務諸表について、あずさ監査法人による中間監査を受けております。 

   







 

 

   

 

10

ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

請 求 目 論 見 書 

１【財務諸表】 

 

ＨＳＢＣチャイナオープン 

 

(1）【貸借対照表】 

期別 
第2期 

（平成16年1月30日現在） 
第3期 

（平成17年1月31日現在） 

科目 金額（円） 金額（円） 

資産の部   

流動資産   

親投資信託受益証券 17,825,862,558 42,731,164,148 

未収入金 97,691,201 90,518,900 

流動資産合計 17,923,553,759 42,821,683,048 

資産合計 17,923,553,759 42,821,683,048 

負債の部   

流動負債   

未払収益分配金 541,688,728 1,119,788,767 

未払解約金 97,691,201 90,518,900 

未払受託者報酬 4,693,654 23,408,913 

未払委託者報酬 79,792,095 397,951,548 

その他未払費用 3,044,372 5,438,054 

流動負債合計 726,910,050 1,637,106,182 

負債合計 726,910,050 1,637,106,182 

純資産の部   

元本   

元本 10,833,774,575 27,994,719,199 

剰余金   

期末剰余金 6,362,869,134 13,189,857,667 

（分配準備積立金） (1,786,534,020) (138,943,396) 

剰余金合計 6,362,869,134 13,189,857,667 

純資産合計 17,196,643,709 41,184,576,866 

負債・純資産合計 17,923,553,759 42,821,683,048 
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(2）【損益及び剰余金計算書】 

期別 
第2期 

自 平成15年1月31日 
至 平成16年1月30日 

第3期 
自 平成16年1月31日 
至 平成17年1月31日 

科目 金額（円） 金額（円） 

経常損益の部   

営業損益の部   

営業収益   

有価証券売買等損益 3,492,325,277 △ 1,121,932,294 

営業収益合計 3,492,325,277 △ 1,121,932,294 

営業費用   

受託者報酬 6,463,412 40,663,603 

委託者報酬 109,878,022 691,281,273 

その他費用 6,415,290 11,438,054 

営業費用合計 122,756,724 743,382,930 

営業利益又は営業損失(△) 3,369,568,553 △ 1,865,315,224 

経常利益又は経常損失(△) 3,369,568,553 △ 1,865,315,224 

当期純利益又は当期純損失(△) 3,369,568,553 △ 1,865,315,224 

一部解約に伴う当期純利益分配額 
 又は当期純損失分配額 

980,489,436 △ 424,644,224 

期首剰余金又は欠損金 △ 285,599,847 6,362,869,134 

  剰余金増加額又は欠損金減少額 5,353,561,545 14,663,440,544 

（当期追加信託に伴う剰余金増加
額又は欠損金減少額） 

( 5,353,561,545) ( 14,663,440,544) 

 剰余金減少額又は欠損金増加額 552,482,953 5,275,992,244 

（当期一部解約に伴う剰余金減少
額又は欠損金増加額） 

( 552,482,953) ( 5,275,992,244) 

分配金 541,688,728 1,119,788,767 

期末剰余金 6,362,869,134 13,189,857,677 
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重要な会計方針 

項目 
第2期 

自 平成15年1月31日 
至 平成16年1月30日 

第3期 
自 平成16年1月31日 
至 平成17年1月31日 

親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 １．運用資産の評価基準

及び評価方法 基準価額に基づいて時価評価して

おります。 

同左 

有価証券売買等損益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準 ２．費用・収益の計上 

基準   約定日基準で計上しております。   同左 

 ３. その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項 

 

当ファンドの計算期間は当期末が休

日のため、平成16年1月31日から平

成17年1月31日までとなっておりま

す。 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

第2期 
（平成16年1月30日現在） 

第3期 
（平成17年1月31日現在） 

 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本

額、期中解約元本額及び期末元本の内訳 

 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本

額、期中解約元本額及び期末元本の内訳 
  

期首元本額： 4,137,209,709円

期中追加設定元本額： 12,920,583,109円

期中一部解約元本額： 6,224,018,243円

期末元本額： 10,833,774,575円
  

  
期首元本額： 10,833,774,575円

期中追加設定元本額： 26,326,821,972円

期中一部解約元本額： 9,165,877,348円

期末元本額： 27,994,719,199円
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ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

請 求 目 論 見 書 

（損益及び剰余金計算書関係） 

第2期 
自 平成15年1月31日 
至 平成16年1月30日 

第3期 
自 平成16年1月31日 
至 平成17年1月31日 

1.受託会社との取引高 1.受託会社との取引高 
  

営業取引（受託者報酬） 6,463,412円
  

  
営業取引（受託者報酬） 40,663,603円

  
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一

部を委託するために要する費用 

2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一

部を委託するために要する費用 

18,466,889円 116,181,615円

3.分配金の計算過程 3.分配金の計算過程 

  計算期間末における、経費控除後の配当等

収益1,414,891円（1万口当り1.31円）、有価証

券売買等損益2,326,807,857円（1万口当り

2,147.74円）、収益調整金4,583,334,304円（1

万口当り4,230.60円）分配対象収益は

6,911,557,052円（1万口当り6,379.64円）とな

りますが、委託者が基準価額水準・市況動向等

を勘案して、上記配当等収益の中から

541,688,728円（1万口当り500.00円）を分配す

ることに決定いたしました。 

 計算期間末において、収益調整金

13,050,914,271円（1万口当り4,661.91円）、

及び分配準備積立金1,258,732,163円（1口当り

449.63円）、分配対象収益は14,309,646,434円

（1万口当り5,111.54円）となりますが、委託

者が基準価額水準・市況動向等を勘案して、上

記配当等収益の中から1,119,788,767円（1万口

当り400.00円）を分配することに決定いたしま

した。 

 

（有価証券関係） 

第2期（自平成15年1月31日 至平成16年1月30日） 

売買目的有価証券の貸借対照表計上額等 

種 類 
貸借対照表計上額 

（円） 
当計算期間に含まれる評価差額

（円） 

親投資信託受益証券 17,825,862,558 2,507,601,335 

合 計 17,825,862,558 2,507,601,335 

 

第3期（自平成16年1月31日 至平成17年1月31日） 

売買目的有価証券の貸借対照表計上額等 

種 類 
貸借対照表計上額 

（円） 
当計算期間に含まれる評価差額

（円） 

親投資信託受益証券 42,731,164,148 △ 595,613,443 

合 計 42,731,164,148 △ 595,613,443 

 

（デリバティブ取引関係） 

第2期（自平成15年1月31日 至平成16年1月30日） 

該当事項はございません。 

 

第3期（自平成16年1月31日 至平成17年1月31日） 

該当事項はございません。 
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ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

請 求 目 論 見 書 

（1口当たり情報） 

第2期 
（平成16年1月30日現在） 

第3期 
（平成17年1月31日現在） 

1口当たり純資産額 
(1万口当たり純資産額 

1.5873円 
15,873円)

1口当たり純資産額 
(1万口当たり純資産額 

1.4712円 
14,712円)
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ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

請 求 目 論 見 書 

(3）【附属明細表】 

① 有価証券明細表 

ⓐ 株式 

 該当事項はございません。 

 

ⓑ 株式以外の有価証券 

種 類 銘 柄 口 数 評 価 額（円） 備 考 

親投資信託 
受益証券 

ＨＳＢＣ 
チャイナ 

マザーファンド 
25,704,502,014 42,731,164,148 - 

 

② 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等 

 該当事項はございません。 
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ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

請 求 目 論 見 書 

参考情報 

 

「ＨＳＢＣ チャイナ マザーファンド」 

「ＨＳＢＣ チャイナ オープン」は、「ＨＳＢＣ チャイナ マザーファンド」受益証券を主要投資対象

としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンド

の受益証券であります。 

なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。 

 

(1）貸借対照表 

対象年月日 （平成16年1月30日現在） （平成17年1月31日現在） 

科目 金額（円） 金額（円） 

資産の部   

流動資産   

預金 315,237,523 1,238,267,828 

金銭信託 965,475,730 1,699,326,789 

株式 18,034,066,280 41,035,745,706 

新株予約権証券 － 25,770,173 

未収入金 － 69,644,078 

流動資産合計 19,314,779,533 44,068,754,574 

資産合計 19,314,779,533 44,068,754,574 

負債の部   

流動負債   

派生商品評価勘定 －                        -  

未払金 22,380,781                        -  

未払解約金 120,510,849 90,518,900 

流動負債合計 142,891,630 90,518,900 

負債合計 142,891,630 90,518,900 

純資産の部   

元本   

元本 11,195,189,786 26,454,870,369 

剰余金   

剰余金 7,976,698,117 17,523,365,305 

剰余金合計 7,976,698,117 17,523,365,305 

純資産合計 19,171,887,903 43,978,235,674 

負債・純資産合計 19,314,779,533 44,068,754,574 
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ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

請 求 目 論 見 書 

重要な会計方針 

対象年月日
 

 項目 

自 平成15年1月31日 
至 平成16年1月30日 

自 平成16年1月31日 
至 平成17年1月31日 

１．運用資産の評価基準

及び評価方法 

 

 市場価額のある株式については移

動平均法による時価法を採用してお

ります。 

 同左 

２．外貨建資産・負債の

本邦通貨への換算 

基準 

 信託財産に属する外貨建資産・負

債の円換算は、原則として、わが国

における計算期間末日の対顧客電信

売買相場の仲値によって計算してお

ります。 

 同左 

(1) 受取配当金の計上基準 (1) 受取配当金の計上基準 ３．費用・収益の計上 

基準 受取配当金は、株式の配当落ち

日において、その金額が確定し

ているものについては当該金額

を計上しております。 

同左 

 
(2) 有価証券売買等損益及び為替予

約取引による為替差損益の計上

基準 

(2) 有価証券売買等損益及び為替予

約取引による為替差損益の計上

基準 

 約定日基準で計上しておりま

す。 

同左 
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ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

請 求 目 論 見 書 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

（平成16年1月30日現在） （平成17年1月31日現在） 

信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本

額、期中解約元本額及び期末元本の内訳 

信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額、

期中解約元本額及び期末元本の内訳 
  
期首元本額： 5,155,064,566円

期中追加設定元本額： 12,807,775,275円

期中一部解約元本額： 6,767,650,055円

期末元本額： 11,195,189,786円
  

  
期首元本額： 11,195,189,786円

期中追加設定元本額： 24,383,166,988円

期中一部解約元本額： 9,123,486,405円

期末元本額： 26,454,870,369円
    

元本の内訳：* 

ＨＳＢＣチャイナオープン 10,409,262,808円

ＨＳＢＣチャイナファンド 
ＶＡ（適格機関投資家専用） 

785,926,978円

ＨＳＢＣチャイナファンド   
ＶＡⅡ（適格機関投資家専用） 

- 円

  

  
元本の内訳：* 

ＨＳＢＣチャイナオープン 25,704,502,014円

ＨＳＢＣチャイナファンド 
ＶＡ（適格機関投資家専用） 

737,490,940円

ＨＳＢＣチャイナファンド   
ＶＡⅡ（適格機関投資家専用） 

12,877,415円

  

＊は当該マザーファンドの受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本であります。 

 

（有価証券関係） 

（自平成15年1月31日 至平成16年1月30日） 

売買目的有価証券の貸借対照表計上額等 

種 類 貸借対照表計上額（円） 
当計算期間の損益に含まれた 

評価差額（円） 

株 式 18,034,066,280 3,674,117,036 

合 計 18,034,066,280 3,674,117,036 

 

（自平成16年1月31日 至平成17年1月31日） 

売買目的有価証券の貸借対照表計上額等 

種 類 貸借対照表計上額（円） 
当計算期間の損益に含まれた 

評価差額（円） 

株 式 41,035,745,706  2,710,526,351 

新株予約権証券 25,770,173  12,877,048 

合 計 41,061,515,879  2,723,403,399 
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ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

請 求 目 論 見 書 

(デリバティブ取引関係） 

1.取引の状況に関する事項 

自 平成15年1月31日 
至 平成16年1月30日 

自 平成16年1月31日 
至 平成17年1月31日 

1.取引の内容 1.取引の内容 

 当ファンドの利用しているデリバティブ取引

は、為替予約取引であります。 

 同左 

2.取引に対する取組と利用目的 2.取引に対する取組と利用目的 

 外貨建証券の売買代金、償還金、利金等につ

いては、受取日又は支払日までの間の為替予約

を行うことができるものとします。 

 同左 

3.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 3.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制

 為替予約取引には為替相場の変動によるリス

クを有しております。なお、信用リスクについ

ては、当社は優良な金融機関とのみ取引を行っ

ているため限定的と考えられます。 

 また、これらのリスクについては、委託会社

のトレーディング部署から独立した部署が取引

結果やポジションを記録し、ファンドの投資方

針やリスクの枠などに照らして管理しておりま

す。 

 同左 

4.取引の時価等に関する事項についての補足説明 4.取引の時価等に関する事項についての補足説明

 取引の時価等に関する事項についての契約額

等は、あくまでもデリバティブ取引における名

目的な契約額であり、当該金額自体はデリバ

ティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ

りません。 

 同左 

 

2.取引の時価等に関する事項 

（平成16年1月30日現在） 

 該当事項はございません。 

 

（平成17年1月31日現在） 

 該当事項はございません。 

 

（1口当たり情報） 

（平成16年1月30日現在） （平成17年1月31日現在） 

1口当たり純資産額 
(1万口当たり純資産額 

1.7125円 
17,125円)

1口当たり純資産額 
(1万口当たり純資産額 

1.6624円 
16,624円)
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ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

請 求 目 論 見 書 

(2）附属明細表 

① 有価証券明細表 

ⓐ 株式 

種類 通 貨 銘 柄 株数 評価額単価 評価額金額 

株式 米ドル SHANGHAI ZHENHUA PORT MACH-B 1,312,400 0.82 1,082,730.00

  UTSTARCOM INC 426,000 16.18 6,892,680.00

 小計 銘柄数：              2 1,738,400  7,975,410.00

    (826,332,230)

  組入時価比率： 1.9％  2.0％

 香港ドル AIR CHINA LIMITED-H 11,086,000 2.77 30,763,650.00

  ANHUI EXPRESSWAY CO LTD-H 11,506,000 4.32 49,763,450.00

  BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 10,343,000 14.25 147,387,750.00

  CHINA INTL MARINE CONTAINE-B 2,560,000 17.61 45,081,600.00

  CHINA LIFE INSURANCE CO-H 31,074,000 5.35 166,245,900.00

  CHINA MERCHANTS HLDGS INTL 9,736,000 15.20 147,987,200.00

  CHINA MOBILE (HK) 6,091,500 24.15 147,109,725.00

  CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 41,836,000 1.91 79,906,760.00

  CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 57,770,000 3.10 179,087,000.00

  CHINA RESOURCES ENTERPRISES 5,910,000 11.20 66,192,000.00

  CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS 4,096,000 3.75 15,360,000.00

  CHINA SHIPPING CONTAINER-H 13,417,000 3.07 41,257,275.00

  CHINA SHIPPING DEV CO 27,322,000 6.50 177,593,000.00

  CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 194,000 2.80 543,200.00

  CHINA TELECOM CORP LTD 50,064,000 2.90 145,185,600.00

  CHINA TRAVEL INTL INV HK 21,000,000 2.45 51,450,000.00

  CITIC INTERNATIONAL FINANCIA 15,568,000 3.10 48,260,800.00

  CITIC PACIFIC LIMITED 4,689,000 21.55 101,047,950.00

  CNOOC LTD 38,344,500 4.12 158,171,062.50

  COFCO INTERNATONAL LTD 2,260,000 3.95 8,927,000.00

  COSCO PACIFIC LIMITED 15,052,000 15.75 237,069,000.00

  
DATANG INTERNATIONAL POWER 

GENERATION 
6,250,000 5.55 34,687,500.00

  GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY 4,244,000 5.55 23,554,200.00

  GUANGDONG INVEST 3,000,000 2.47 7,425,000.00

  GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H 5,600,000 3.05 17,080,000.00

  GUANGZHOU INVESTMENT 9,600,000 0.78 7,488,000.00

  HONG KONG&CHINA GAS 3,000,000 15.95 47,850,000.00

  HOPEWELL HOLDINGS 5,437,000 19.15 104,118,550.00

  HUANENG POWER INTL INC-H 8,860,000 5.45 48,287,000.00

  JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 24,651,000 4.15 102,301,650.00
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ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

請 求 目 論 見 書 

種類 通 貨 銘 柄 株数 評価額単価 評価額金額 

  PETROCHINA CO LTD-H 68,266,000 4.32 295,250,450.00

  PICC PROPERTY & CASUALTY 818,000 2.60 2,126,800.00

  SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 2,803,000 17.05 47,791,150.00

  SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO-H 40,538,000 2.85 115,533,300.00

  SINOPEC ZHENHAI REFINING & C 3,884,000 8.15 31,654,600.00

  SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD 10,000,000 0.20 2,000,000.00

  TCL INTERNATIONAL HLDGS LTD 4,886,000 1.59 7,768,740.00

  TIANJIN DEVELOPMENT HLDGS LT 10,000,000 3.42 34,250,000.00

  TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 1,733,000 6.15 10,657,950.00

  WEIQIAO TEXTILE CO LTD 2,006,000 11.90 23,871,400.00

  ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 3,232,000 5.40 17,452,800.00

 小計 銘柄数：              41 598,727,000  3,025,539,012.50

    (40,209,413,476)

  組入時価比率： 91.4％  97.9％

 合計   41,035,745,706

    (41,035,745,706)

 

ⓑ 株式以外の有価証券 

  

種類 通 貨 銘 柄 株数 評価額単価 評価額金額 

香港ドル CHINA TRAVEL INTL INV-WRT 1,800,000.00 0.98 1,764,000.00新株予約

権証券  GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP WRT 530,500.00 0.33 175,065.00

 小計 銘柄数：              2 2,330,500.00  1,939,065.00

    (25,770,173)

  組入時価比率： 0.1％  0.1％

 合計    25,770,173

     (25,770,173)

 

有価証券明細表注記 

1. 通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。 

2. 合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 

3. 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。 

4. 外貨建有価証券の内訳 

 

通貨 銘柄数 
組入株式 

時価比率 

組入新株予約権証券 

時価比率 
合計金額に対する比率

米ドル 株式  2銘柄 1.9 % － 2.0 % 

香港ドル 株式 41銘柄 91.4 % － 97.9 % 

 新株予約権証券 2銘柄 - 0.1 % 0.1 % 

 

② 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

 該当事項はございません。
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ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

請 求 目 論 見 書 

【中間財務諸表】 

 

(1）【中間貸借対照表】 

期別 
第3期中間計算期間末 

（平成16年 7月30日現在） 
第4期中間計算期間末 

（平成17年 7月31日現在） 

科目 金額（円） 金額（円） 

資産の部   

流動資産   

金銭信託 － 51,331,903 

親投資信託受益証券 41,147,438,904 36,999,489,920 

未収入金 62,105,426 343,981,631 

流動資産合計 41,209,544,330 37,394,803,454 

資産合計 41,209,544,330 37,394,803,454 

負債の部   

流動負債   

未払解約金 62,105,426 597,949,188 

未払受託者報酬 17,254,690 19,914,916 

未払委託者報酬 293,329,725 338,553,510 

その他未払費用 16,432,975 9,483,238 

流動負債合計 389,122,816 965,900,852 

負債合計 389,122,816 965,900,852 

純資産の部   

元本   

元本 27,847,806,021 21,074,396,959 

剰余金   

中間剰余金 12,972,615,493 15,354,505,643 

（分配準備積立金） (1,589,963,650) (93,715,562) 

剰余金合計 12,972,615,493 15,354,505,643 

純資産合計 40,820,421,514 36,428,902,602 

負債・純資産合計 41,209,544,330 37,394,803,454 
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(2）【中間損益及び剰余金計算書】 

期別 
第3期中間計算期間 

（自 平成16年 1月31日 
    至 平成16年 7月30日） 

第4期中間計算期間 
（自 平成17年 2月 1日 

    至 平成17年 7月31日） 

科目 金額（円） 金額（円） 

経常損益の部   

営業損益の部   

営業収益   

有価証券売買等損益 △ 3,052,693,868 6,540,607,399 

営業収益合計 △ 3,052,693,868 6,540,607,399 

営業費用   

受託者報酬 17,254,690 19,914,916 

委託者報酬 293,329,725 338,553,510 

その他費用 16,432,975 9,483,238 

営業費用合計 327,017,390 367,951,664 

営業利益又は営業損失（△） △ 3,379,711,258 6,172,655,735 

経常利益又は経常損失（△） △ 3,379,711,258 6,172,655,735 

中間純利益又は中間純損失(△) △ 3,379,711,258 6,172,655,735 

一部解約に伴う中間純利益分配額
又は中間純損失分配額（△） 

△ 174,747,141 928,159,967 

期首剰余金  6,362,869,134 13,189,857,667 

剰余金増加額          11,219,006,722 1,509,399,261 

（当中間期追加信託に伴う剰余金
増加額） 

( 11,219,006,722) (1,509,399,261) 

剰余金減少額 1,404,296,246 4,589,247,053 

（当中間期一部解約に伴う剰余金
減少額） 

( 1,404,296,246) (4,589,247,053) 

分配金 -  － 

中間剰余金 12,972,615,493 15,354,505,643 
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重要な会計方針 

        期 別 第3期中間計算期間 第4期中間計算期間 

 項 目 
（自 平成16年 1月31日 

  至 平成16年 7月30日） 
（自 平成17年 2月 1日 

  至 平成17年 7月31日） 

１．運用資産の評価基準

及び評価方法 

 

 

 

 

親投資信託受益証券 

基準価額に基づいて時価評価して

おります。 

親投資信託受益証券 

移動平均法に基づき、時価で評価

しております。時価評価にあたっ

ては、親投資信託受益証券の基準

価額に基づいて評価しておりま

す。 

２. 費用・収益の計上基

準 

有価証券売買等損益の計上基準 

約定日基準で計上しております。

有価証券売買等損益の計上基準 

同左 

 

３.その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項 

 

－ 

当ファンドの中間計算期間は前期末

が休日のため、平成17年2月1日から

平成17年7月31日までとなっており

ます。 

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

第3期中間計算期間末 
（平成16年 7月30日現在） 

第4期中間計算期間末 
（平成17年 7月31日現在） 

1. 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元

  本額、期中一部解約元本額及び中間計算期間

  末元本の内訳 

期首元本額： 10,833,774,575円

期中追加設定元本額： 19,342,107,258円

期中一部解約元本額： 2,328,075,812円

中間計算期間末元本額： 27,847,806,021円
 

1. 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元

  本額、期中一部解約元本額 

 

期首元本額： 27,994,719,199円

期中追加設定元本額： 2,750,113,804円

期中一部解約元本額： 9,670,436,044円

 
 

 

（中間損益及び剰余金計算書関係） 

第3期中間計算期間 
（自 平成16年 1月31日 

  至 平成16年 7月30日） 

第4期中間計算期間 
（自 平成17年 2月 1日 

  至 平成17年 7月31日） 

1. 受託会社との取引高 1. 受託会社との取引高 
  

営業取引（受託者報酬） 17,254,690円
  

  
営業取引（受託者報酬） 19,914,916円

 

2. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は 

   一部を委託するために要する費用  

2. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は 

   一部を委託するために要する費用  
  

 49,299,022円
  

  
 56,899,696円

  
 

 

 



 

 

   

 

27

ＨＳＢＣ チャイナ オープン 

請 求 目 論 見 書 

 

（有価証券関係） 

第3期中間計算期間末（平成16年 7月30日現在） 

 該当事項はございません。 

 

第4期中間計算期間末（平成17年 7月31日現在） 

 該当事項はございません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

第3期中間計算期間末（平成16年 7月30日現在） 

 該当事項はございません。 

 

第4期中間計算期間末（平成17年 7月31日現在） 

 該当事項はございません。 

 

（1口当たり情報） 

第3期中間計算期間末 
（平成16年 7月30日現在） 

第4期中間計算期間末 
（平成17年 7月31日現在） 

1口当たり純資産額 
(1万口当たり純資産額 

1.4658円 
14,658円)

1口当たり純資産額 
(1万口当たり純資産額 

1.7286円 
17,286円)
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参考情報 

 

「ＨＳＢＣ チャイナ オープン」は、「ＨＳＢＣ チャイナ マザーファンド」受益証券を投資対象とし

ており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンド

の受益証券であります。 

なお、当ファンドの中間計算期間末日における同マザーファンドの状況は次の通りです。 

 

「ＨＳＢＣ チャイナ マザーファンド」の状況 

以下に記載した情報は監査の対象外であります。 

 

貸借対照表 

対象年月日 （平成16年7月30日現在） （平成17年7月31日現在） 

科目 金額（円） 金額（円） 

資産の部   

流動資産   

預金 577,391,154 787,551,366 

金銭信託 2,701,524,436 677,345,119 

株式 39,280,081,627 36,955,824,860 

新株予約権証券 11,988,244 － 

未収入金 28,421,607 145,497,826 

未収配当金 - 3,181,200 

流動資産合計 42,599,407,068 38,569,400,371 

資産合計 42,599,407,068 38,569,400,371 

負債の部   

流動負債   

未払金 47,025,524 － 

未払解約金 68,744,070 343,981,631 

流動負債合計 115,769,594 343,981,631 

負債合計 115,769,594 343,981,631 

純資産の部   

元本   

元本 26,588,420,516 19,400,181,513 

剰余金   

剰余金 15,895,216,958 18,825,237,227 

剰余金合計 15,895,216,958 18,825,237,227 

純資産合計 42,483,637,474 38,225,418,740 

負債・純資産合計 42,599,407,068 38,569,400,371 
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重要な会計方針 

      対象年月日 （自 平成16年 1月31日 （自 平成17年 2月 1日 

 項目   至 平成16年 7月30日）   至 平成17年 7月31日） 

１．有価証券の評価基準

及び評価方法 

 市場価額のある株式については移

動平均法による時価法を採用してお

ります。 

 

株式 

移動平均法に基づき、原則として

時価で評価しております。 

時価評価にあたっては、市場価額

のある有価証券についてはその最

終相場（計算日に最終相場のない

場合には直近の日の最終相場）で

評価しております。 

 

２. デリバティブ等の評

価基準及び評価方法

為替予約の評価は、原則として、わ

が国における計算期間末日の対顧客

先物売買相場の仲値によって計算し

ております。 

 

外国為替予約取引 

原則として、わが国における中間

計算期間末日の対顧客先物売買相

場の仲値によって計算しておりま

す。ただし、為替予約のうち対顧

客先物売買相場が発表されていな

い通貨については、対顧客電信売

買相場の仲値によって計算してお

ります。 

 

３. 外貨建資産・負債の

本邦通貨への換算 

基準 

 信託財産に属する外貨建資産・負

債の円換算は、わが国における計算

期間末日の対顧客電信売買相場の仲

値によって計算しております。 

 

「投資信託財産の貸借対照表、損益

及び剰余金計算書、附属明細表並び

に運用報告書に関する規則」第60条

及び第61条にしたがって処理してお

ります。 

４. 収益及び費用の計上

基準 

(1) 受取配当金の計上基準 

受取配当金は、株式の配当落ち

日において、その金額が確定し

ているものについては当該金額

を計上しております。 

 

 

 

(2) 有価証券売買等損益及び為替予

  約取引による為替差損益の計上

  基準 

  約定日基準で計上しておりま 

  す。 

(1) 受取配当金の計上基準 

原則として、株式の配当落ち日

において、その金額が確定して

いる場合には当該金額を計上

し、未だ確定していない場合に

は入金日基準で計上しておりま

す。 

 

(2) 有価証券売買等損益及び為替予

  約取引による為替差損益の計上

  基準 

  同左 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

（平成16年 7月30日現在） （平成17年 7月31日現在） 

1. 本半期報告書における開示対象ファンドの期首

における当親投資信託の元本額： 

1. 本半期報告書における開示対象ファンドの期首

における当親投資信託の元本額： 
  

 11,195,189,786円

期中追加設定元本額： 17,966,975,302円

期中一部解約元本額： 2,573,744,572円

元本額： 26,588,420,516円
  

  
 26,454,870,369円

期中追加設定元本額： 2,456,899,634円

期中一部解約元本額： 9,511,588,490円

 
    

元本の内訳：* 

 ＨＳＢＣチャイナオープン 25,752,559,084円

 ＨＳＢＣチャイナファンドＶＡ 835,861,432円
  

  
元本の内訳：* 

ＨＳＢＣチャイナオープン 18,777,654,243円

ＨＳＢＣチャイナファンドＶＡ 569,013,850円

ＨＳＢＣチャイナファンドＶＡⅡ号 53,513,420円
    

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本であります。 

 

（有価証券関係） 

（平成16年 7月30日現在） 

 該当事項はございません。 

（平成17年 7月31日現在） 

 該当事項はございません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

（平成16年 7月30日現在） 

該当事項はございません。 

（平成17年 7月31日現在） 

該当事項はございません。 

 

 

（1口当たり情報） 

（平成16年 7月30日現在） （平成17年 7月31日現在） 

1口当たり純資産額 
(1万口当たり純資産額 

1.5978円 
15,978円)

1口当たり純資産額 
(1万口当たり純資産額 

1.9704円 
19,704円)
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２【ファンドの現況】 

以下は平成17年9月30日現在のファンドの現況であります。 

 

(1）【純資産額計算書】 

Ⅰ 資産総額  36,081,445,600 円 

Ⅱ 負債総額  187,715,623 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）  35,893,729,977 円 

Ⅳ 発行済数量  19,503,682,459 口 

Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ/Ⅳ）  1.8404 円 

 

〈ご参考〉 

「ＨＳＢＣチャイナ マザーファンド」 

Ⅰ 資産総額  37,493,265,250 円 

Ⅱ 負債総額  220,573,541 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）  37,272,691,709 円 

Ⅳ 発行済数量  17,711,539,447 口 

Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ/Ⅳ）  2.1044 円 
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第５【設定及び解約の実績】 

 

下記計算期間中の設定および解約の実績及び当該決算期末の発行済口数は次のとおりです。 

計算期間 設定口数 解約口数 発行済口数 

第1期 
（平成14年1月31日～平成15年1月30日） 

6,615,543,740 2,478,334,031 4,137,209,709 

第2期 
（平成15年1月31日～平成16年1月30日） 

12,920,583,109 6,224,018,243 10,833,774,575 

第3期 
（平成16年1月31日～平成17年1月31日） 

26,326,821,972 9,165,877,348 27,994,719,199 

第4期（中間期） 
（平成17年2月1日～平成17年7月31日） 

2,750,113,804 9,670,436,044 21,074,396,959 

（注１）本邦外において設定および解約の実績はありません。 

（注２）第1期の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。 
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